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午前１０時００分 開議

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

─────────────────

○議長（堀 光雄君） 本日の議事は、お手

元に配付しております議事日程第２号をもっ

て進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。

久保田隆二議員の登壇を願います。

久保田議員。

○２番（久保田隆二君） おはようございま

す。２番、市民クラブの久保田隆二です。通

告に従いまして、一般質問をさせていただき

ます。

まずは、１番、地域活性化起業人制度の活

用について質問します。

私は、昨年の１２月に行われました令和３

年第４回定例会の一般質問の中で、外部のデ

ジタル人材活用について質問をさせていただ

きました。私自身、外部からデジタル人材な

どの専門人材を受け入れることは重要なこと

だと考えており、今でもその思いは変わって

おりません。

自治体が外部の人材を活用する一つの手段

として、地域活性化起業人制度というものが

あります。この地域活性化起業人制度は、三

大都市圏に所在する企業等の社員を、条件に

該当する市町村に最大で３年の期間派遣をす

る制度で、受入れに対する国からの経費負担

があります。民間のノウハウや知見を地域に

生かす制度で、専門知識や実務経験のあるス

ペシャリスト人材を受け入れることが可能で

す。

既に多くの自治体でこの制度が活用されて

おり、デジタル、観光、商品開発、農業、企

業誘致、移住・定住などの様々な分野での受

入れが進んでいます。

市の職員は、目の前の業務に追われてしま

い、業務改善や新しい企画などに時間が割け

ない場合も多くありますし、そもそも新しい

ことを考えたくても、三沢市内で手軽に相談

できる専門知識や実務経験を持ったスペシャ

ル人材が不足している領域もあります。これ

らの問題を解決するために、外部から専門人

材を受け入れることにより、専門性を必要と

する領域に対してアドバイスを受け、実際に

仕組みをつくってもらうことなどによって、

一定の成果を得られると考えております。

また、この制度は、受入れ自治体で勤務す

る日数が一月の半数以上であればよく、月の

半分は受入れ自治体で働いて、月の半分は派

遣元企業で働くといった２地域居住で生活し

ている方もいらっしゃいますので、三沢市と

都会で２地域居住をするというロールモデル

をつくり出すこともできるのではないかと考

えています。

当市は、人口約３万８,０００人の小都市

であり、市内のリソースが限られる中で、多

くの課題を解決することが求められます。地

域活性化起業人制度を活用し、民間の専門人

材を受け入れることで、外部のアイデアや知

見等を取り入れることができると考えます

が、当市における当該制度の活用について、

次の２点伺います。

⑴これまでの外部人材の活用実績につい

て。

⑵地域活性化起業人制度活用のメリット・

デメリットについて。

次に、２番の市職員と外部人材の連携につ

いて質問します。

全ての課題を庁内で解決することが理想で

すが、今後、社会が高度化していく中で、行

政内部で解決できない問題を外部人材と連携

しながら解決していく場面も増えてくると考

えております。

民間でも、外部人材が活用されており、課

題に対してコンサルタントなどの専門的な知

見を有する人材と連携して業務を進める動き
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も一部であります。ただ、このような外部人

材は、必ず成果を出してくれるわけではな

く、うまく活用しなければ費用だけかかり、

全く成果が出ないということも珍しくありま

せん。

市の職員は、ほとんどが総合職であり、

様々な業務の幅広い知識や経験を持っていま

すが、その反面、専門的なスキルが身につき

づらいという特徴があることから、外部人材

との間に知識、経験の差が生じます。そうし

た知識、経験の差がある中でも、事業のマ

ネージャーという立場で、外部人材とうまく

連携して事業を進める必要があることから、

外部人材と連携をする際には、その手法を慎

重に検討する必要があります。

外部人材と連携する際、具体的に検討しな

ければいけない範囲として、例えばですが、

次のような項目があると考えます。

外部人材の業務のスコープや受入れ方を判

断すること。多くの人材の中から外部人材を

選択・選考すること。外部人材の成果を適切

に評価することなどが挙げられます。

外部人材は、適切に活用することにより、

外部に流れるお金以上に三沢市に還元される

価値や利益が大きくなり、成果を上げること

ができると考えています。

外部人材を活用する際に、安定して成果を

上げるために外部人材活用の研修やノウハウ

構築などが必要と考えますが、当市の御見解

を伺います。

以上で、私の一般質問を終了いたします。

御答弁よろしくお願いします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの久保田隆

二議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの久保田議員御質問の行政問題の

第１点目、地域活性化起業人制度の活用につ

いての２点は私から、そのほかにつきまして

は総務部長からお答えをさせますので、御了

承願いたいと存じます。

はじめに、第１点目、これまでの外部人材

の活用実績についてお答えいたします。

地域活性化起業人制度は、地方公共団体が

三大都市圏に所在する民間企業等の社員、い

わゆる外部人材を一定期間受入れ、そのノウ

ハウや知見を生かしながら地域独自の魅力や

価値の向上等につながる業務に従事してもら

い、地域の活性化を図ることを目的とした制

度であります。

従事していただく業務といたしましては、

観光振興をはじめ、地域産品の開発や販路拡

大及びＩＣＴ分野など幅広いものとなってお

り、また、派遣元企業に対して支払う受入れ

に要する経費などの一部が国から特別交付税

として受け入れた自治体に財源措置されるこ

ととなっております。

御質問のこれまでの外部人材の活用実績に

つきましては、令和３年度に日本航空株式会

社と人材派遣協定を締結し、現在、観光に関

する豊富な知識と高い接遇能力を有する社員

を１名派遣していただいているところであ

り、観光ＰＲ及び観光資源の発掘などの業務

に携わっていただいております。

当市といたしましては、航空会社で培った

専門知識や実務経験を活用することで、観光

振興等地域活性化につながっているほか、高

い接遇能力を職員が身近で感じ取り、気づき

を得ることで、職員の意識向上が図られてい

るものと考えております。

続きまして、第２点目、地域活性化起業人

制度活用のメリット・デメリットについてお

答えいたします。

はじめに、メリットといたしましては、民

間企業において培った専門知識、業務経験、

人脈及びノウハウ等を有するスペシャリスト

人材を活用することができるとともに、外部

の視点、民間の経営感覚及びスピード感覚を

得ながら取組を展開するなど、自治体職員と

は違った角度で地域の課題解決に当たること

が期待されるほか、受け入れた職員の人件費

等の一部について財源措置がなされるという
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ことが挙げられます。

一方、デメリットといたしましては、制度

上、派遣対象者が三大都市圏に所在する企業

等の社員に限定されていることや、同一企業

からの受入れの上限が３年間であることか

ら、派遣されている職員の発案した事業の実

施までの時間的猶予が少なくなってしまうこ

とが挙げられます。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 行政問題の第２

点目、市職員と外部人材の連携についてお答

えいたします。

自治体業務においては、近年、急速に発展

しているデジタル技術の活用や社会情勢の変

化に対応した行政事務の推進が求められてお

ります。

このような中、当市では今年度、総務省の

地域情報化アドバイザー派遣制度を活用し、

大学教授をアドバイザーとして派遣していた

だき、ＩＣＴの利活用に関する助言等をいた

だくこととしております。

御質問の外部人材との連携につきまして

は、民間企業において培った専門知識、業務

経験、人脈、ノウハウなどを生かすことによ

り、行政施策を加速することが可能となると

ともに、職員が様々な考え方を学ぶことで職

員自身の能力向上にもつながるものと認識し

ております。

外部人材活用の研修やノウハウの構築の必

要性につきましては、今後、全庁的に外部人

材の受入れ規模の調査を実施するとともに、

効果的な受入れ手法及び活用できる国の制度

などについても、情報収集を行いながら検討

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

してありがとうございました。

まず、１番の⑴これまでの外部人材の活用

実績についての項目に対して、再質問を行い

ます。

答弁の中で、実際に日本航空株式会社と人

材派遣協定を締結して、１名派遣してもらっ

ているという話だったかと思うのですけれど

も、当該制度というのは、ほかの自治体だ

と、例えば役所の中に入らずに、席を設けず

に、結構自由に活動している例などもあるの

ですけれども、実際に当市で派遣してもらっ

ている方に関しては、どういう勤務形態とか

服務規程というか、そういったものになって

いるのかを質問させていただきます。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 再質問にお答え

いたします。

現在、受入れしている日本航空の社員の勤

務形態の御質問ということですけれども、勤

務形態につきましては、基本的に一般職の常

勤職員、いわゆる正職員と同様となっており

ます。身分は係長級の職員として勤務してお

り、１日の勤務時間は８時１５分から１７時

まで。休日、年次有給休暇、特別休暇等につ

きましても、正職員と同様となっておりま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

してありがとうございました。

再々質問はありません。これから、もし前

向きに当該制度を利用していく際に、そう

いったいろいろな入れ方を検討する必要が出

てくると思いますので、そういった際には、

様々な受け入れ方を検討していただければ幸

いです。

次に、１番の⑵については、こちらは再質

問はございません。いろいろメリット・デメ

リットを挙げていただきまして、これから実

際に受け入れるに当たっては、こういった費

用対効果なども考えながら受入れを検討して

いただければ幸いです。

２番の市職員と外部人材の連携についての

ほうを再質問させていただきたいと思いま

す。

答弁の中で、アドバイザーを今年度派遣し
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ていただいて、ＩＣＴの利活用に関する助言

をいただくという話が出ていたと思うのです

けれども、具体的にどういった内容のアドバ

イスを受けたいとか、助言を受ける予定なの

かということが分かっていましたら、そちら

を質問させていただきたいと思います。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 派遣していただ

く地域情報化アドバイザーの業務内容につい

ての再質問にお答えいたします。

地域情報化アドバイザー派遣事業につきま

しては、地域の様々な課題を解決するため

に、ＩＣＴを利活用した取組を検討する自治

体からの要望に応じまして、国が委嘱したア

ドバイザーを自治体へ派遣する制度となって

おります。

今回、派遣していただくアドバイザーにつ

きましては、アドバイザーの現地への派遣は

年間３回までとなっておりますことから、当

市では、今年度、庁内のＤＸ推進の機運の醸

成等を目的として、市長、副市長及び市議会

議員の皆様と市の幹部職員を対象とした研修

会を１回、一般職員向けの研修会を２回開催

することとしております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、久保田隆二

議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

西村盛男議員の登壇を願います。

西村議員。

○１３番（西村盛男君） おはようございま

す。１３番、かがやきの西村盛男でございま

す。

早速ではございますが、通告に従いまし

て、市政に対する一般質問をさせていただき

ます。今回は、行政問題、当市の空き家対策

についてお伺いいたします。

近年、少子高齢化や人口減少、既存の住

宅・建築物の老朽化、産業構造の変化等に伴

い、全国的に空き家が増加傾向となってお

り、これらの中には適切な管理がなされず、

防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼすケースもあるなど、

大きな社会問題となっております。

過去に総務省が実施した住宅・土地統計調

査によりますと、平成２５年、全国の総住宅

数約６,０６３万戸のうち、空き家は約８２

０万戸であり、比率として１３.５％を占め

ているとの結果が公表されました。平成３０

年の同調査では、空き家数が５年間で約３０

万戸増の８４８万９,０００戸と過去最多と

なり、全国の総住宅数の１３.６％を占めて

いるとのことでありました。

また、売却用及び賃貸用の住宅や別荘等と

して使われている２次的住宅に分類される空

き家とは異なり、定期的な利用がされず管理

が不十分な状態となっている空き家は、平成

１０年から平成３０年までの２０年間で１８

２万戸から約２倍の３４７万戸となってお

り、今後さらに増加していくことが予想され

ております。

このような状況下、地域住民の生命、身

体、財産の保護、生活環境の保全、空き家等

の活用促進のための対応が必要であることか

ら、国は平成２６年に空家等対策の推進に関

する特別措置法を制定いたしました。

同法では、空き家等への立入調査、所有者

に関する情報の利活用、データベースの整

備、特定空家等に関する措置などについて定

められており、当市におきましても、空き家

問題に対する施策を総合的かつ計画的に推進

するための基本的な取組の方向性や具体的な

施策を示すものとして、令和２年３月に三沢

市空家等対策計画を策定し、危険な空き家等

の抑制及び解消等を図るため、これまで様々

な取組を進めてこられました。

空き家等が発生する背景としましては、住

み替えによる転居、所有者の死去等による相

続に関すること、入院・施設入所などによる

長期不在などが挙げられるとともに、所有者

が管理費用をかけたくない、解体費用が捻出

できない、取り壊すと固定資産税が高くなる

などの理由から適切な対応が取られないケー

スもあると伺っております。
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当市におきましても例外ではなく、当該問

題の解決に向けては、多大な労力と時間を要

するものであると認識をしておりますが、老

朽化し、いつ倒壊するかもしれないものや、

防災上・衛生上の問題が懸念される空き家の

そばで生活を送る近隣住民の方々からは、安

心して生活できない、何とかしてほしいとの

悲痛な声も届いております。

そこで、今後ますます深刻化することが予

想される空き家問題への対応が急務であると

の考えから、以下の点について質問いたしま

す。

まず、１点目、当市における空き家等の実

態をどのように把握されているのかお伺いい

たします。

次に、２点目、当市における空き家等の対

策に関する取組状況について伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。御答

弁のほどよろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの西村盛男

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの西村議

員御質問の行政問題、空き家対策についての

第１点目、当市における空き家等の実態につ

いては私から、そのほかにつきましては、市

民生活部長からお答えをさせますので、御了

承願いたいと存じます。

昨今の少子高齢化や人口減少、産業構造の

変化などを背景として、全国的に空き家が増

加傾向にあり、中には適切な管理が行われ

ず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

しているものもあります。

当市においても、空き家に関する苦情や相

談が増加傾向にあったことから、令和２年度

に空き家調査を実施したところであります。

この調査については、民間会社が保有する当

市における空き家と推定される建物の情報を

基に、担当者がその建物を目視で確認した上

で、必要に応じて近隣住民から聞き取りなど

を行ったところです。

御質問の当市における空き家等の実態につ

いてでありますが、当市といたしましては、

空き家調査の結果を踏まえ、現在、危険な空

き家が５０件、やや危険な空き家が２１８

件、その他の空き家が１,２６３件、合計で

１,５３１件を空き家として推定していると

ころであります。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題、

空き家対策についての第２点目、空き家対策

に係る現在の取組状況にお答えいたします。

平成２６年１１月に空家等対策の推進に関

する特別措置法、いわゆる空家特措法が成立

し、本法において空き家に対する市町村の責

務が明確化されたところであります。

これを受け、当市においても空き家問題に

対する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、令和２年３月、三沢市空家等対策計画を

策定いたしました。

御質問の空き家対策に係る現在の取組状況

についてでありますが、当該計画では、空き

家に係る対策の実施内容として、１、空き家

等の調査、２、空き家等の発生予防、３、所

有者等による空き家等の適正な管理の促進、

４、空き家等及び除却した空き家等に係る跡

地の利用促進、５、危険な空き家等の抑制・

解消及び特定空家等への措置の５項目を掲げ

ているところであります。

具体的な取組といたしましては、まず、

１、空き家等の調査に係るものとして、令和

２年度に実施した空き家調査の結果を踏ま

え、空き家の所有者を特定する業務を行って

おります。この業務においては、所有者が死

亡しているケースもあるため、併せて法定相

続人の特定作業も行っているところでありま

す。

なお、所有者が特定された空き家について

は、順次空き家の適正管理を促す文書に加

え、空き家の管理及び利活用等に関する意識

調査を送付しているところであります。

次に、２、空き家等の発生予防及び３、所

有者等による空き家等の適正な管理の促進に
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係るものとして、現在、広報みさわや三沢市

ホームページを活用して、空き家の管理等に

関する周知啓発を行うなど、空き家の発生予

防をはじめ、空き家の適正管理を促している

ところでございます。

次に、４、空き家等及び除却した空き家等

に係る跡地の利用の促進に係るものとして、

市内に空き家を所有する方が一定要件を満た

す空き家を取り壊す際に、三沢市空家取り壊

し事業費補助金を交付するなどして、空き家

取り壊し後の土地の利活用を促しているとこ

ろであります。

さらに、５、危険な空き家等の抑制・解消

及び特定空家等への措置に係るものといたし

ましては、市民から苦情が寄せられた空き家

については、速やかに現地を確認の上、必要

に応じて空家特措法に規定する助言または指

導を行っているところであります。

以上が、当市における空き家対策に係る現

在の取組状況でありますが、今後におきまし

ても、空き家が地域住民の生活環境に深刻な

影響を及ぼすことのないよう、懸案となって

いる事項の解決はもとより、空き家の発生予

防に向け、鋭意努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） それでは、先ほど

御答弁をいただきました１点目につきまして

は、空き家等の数、実態について御答弁をい

ただきましたが、これを踏まえて、２点目、

取組状況について再質問させていただきたい

と思います。

先ほど御答弁の中で、三沢市内には合計で

１,５３１件の空き家があると推定されてい

るという旨の回答をいただきました。この数

については、各自治体によって調査方法も

様々あると、異なるということを伺っており

ますし、単純に多い少ないといったよしあし

を論ずることは難しいと考えるところではご

ざいますが、壇上での質問の内容でも触れさ

せていただいたとおり、総務省が行った住

宅・土地統計調査、これの空き家率、直近で

は平成３０年に実施されているのですが、こ

の調査の中で三沢市は、平成３０年の空き家

率が１６.７％となっておりました。全国の

平均が１３.６％で、県平均が１５.２％であ

りました。それと比較して、三沢市は高い水

準でありますし、県内でもトップ３に入る空

き家率の水準の高さでありました。

空き家というのは、やはり今後、先ほど危

険な空き家が５０、やや危険が２１８という

ことでありましたけれども、これが５年、１

０年、そして２０年先を見据えた場合に、や

や危険なものが、適切な管理がされないと危

険になっていって、危険な空き家がどんどん

増えていくという、今からしっかりと取り組

んでいかなければいけない一つの問題である

と思っております。

そこで、再質問ですが、先ほど三沢市にお

ける空家等対策計画、これに基づく様々な取

組について御答弁をいただきましたが、今

後、これらの計画、取組をどのようなスケ

ジュール感で進めていって、三沢市の空き家

問題の解消に向けて市として取り組まれてい

くのか、そこについてお伺いしたいと思いま

す。

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 三沢市空家

等対策計画の今後のスケジュールについてお

答えいたします。

三沢市空家等対策計画については、計画期

間を令和２年度から令和６年度までの５か年

としております。

まず、空き家の発生を抑制するための意識

啓発や問題となっている空き家の所有者に対

する助言または指導等につきましては、今後

も継続して実施いたしてまいります。

その上で、現在実施している空き家の所有

者を対象とした意識調査の結果を踏まえ、庁

内で組織する空家等対策委員会において空き

家の利活用の促進に関する方策等を検討して

まいりたいと考えております。

また、放置された周辺の生活環境に著しく
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悪影響を与えている空き家につきましては、

空家特措法に基づき、学識経験者等で組織す

る協議会を立ち上げるなどして、行政代執行

の可能性について検討してまいりたいと考え

ております。

以上の取組を令和６年度までしっかりと実

施した上、次期計画の策定につなげてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） 再々質問させてい

ただきます。

ただいまの御答弁で、行政が所有者に代

わって空き家を取り壊したりとか、いわゆる

行政代執行の話がございました。確かに、行

政代執行というものは、最終手段として県内

でも事例があると伺っておりますし、重要な

手法の一つであるとは思います。

市民の方々の中には、そういった行政代執

行をしっかりとどんどん進めるべきだという

考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、

実際には、行政代執行に至るまでのハードル

が高いだとか、取り壊しに要した費用が市に

とって回収ができないといいますか、不良債

権化してしまう可能性もあるわけでありまし

て、様々な問題、課題があると承知しており

ます。

そこで、再々質問でありますが、先ほど申

し上げた行政代執行等につきましては、あく

までも最終手段であって、私個人としては、

そこに至る前に何らかの対応を取っていくべ

き、願わくば行政代執行に及ぶ前に何らかの

対策、これをしっかりとやっていく必要があ

ると思っております。

この一歩前の対策が非常に重要だと思うの

ですが、先ほど答弁いただいた中には、今、

三沢市は空き家を取り壊す際の事業費補助を

行ったりしていると伺いました。これも、も

ともと経済部だったでしょうか、産業系のリ

フォーム補助金を持ってきて、今、市民生活

部のほうで、予算枠２００万円だったでしょ

うか、この中から上限２０万円を空き家を取

り壊しますといった際に補助されているとい

う内容だったと記憶しておりますが、実際こ

れも、上限額が２０万円であったり、なかな

か使いづらいという話も市民の方から聞こえ

てきておりまして、例えば、今後、行政代執

行等に至る前に未然に防ぐのであれば、予算

の額面を上乗せするとか、もう少し使いやす

い制度設計に柔軟に対応できるように変える

だとか、そういった取組も必要だと思います

し、あとは、専門的な知見を持った方々と空

き家をどう管理していいのか悩んでいる方々

を結びつける、側面からサポートできるよう

な体制にもっと注力するだとか、様々なこと

が考えられると思うのですけれども、繰り返

しになりますが、市として、今後ますます深

刻化していく空き家問題というものを考えた

ときに、先ほど申し上げた制度の充実、支援

策の充実も考えながら今後取り組まれていく

のか、そこら辺について、いま一度御答弁を

いただければと思います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 再々質問に

お答えいたします。

空き家の発生予防や利活用の促進を図る観

点から、空き家の所有者に対して三沢市空家

取り壊し事業費補助金の活用を促していると

ころですが、この補助金をより有効に活用し

ていただくため、現在、交付対象要件等の緩

和について検討しております。今年度中をめ

どに検討結果をまとめてまいりたいと考えて

おります。

また、空き家が発生する原因として、相続

の問題や土地の所有者と建物の所有者が異

なっている問題が挙げられていることから、

例えば司法書士会等と連携・協力するなどし

て、こういった問題を解決することができな

いか、その可能性を検討してまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、西村盛男議

員の質問を終わります。
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それでは、一般質問を次に移ります。

奥本菜保巳議員の登壇を願います。

奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） おはようございま

す。日本共産党奥本菜保巳でございます。

それでは、行政問題、教育問題について、

通告順に一般質問をいたします。

行政問題における第１の質問、コロナウイ

ルス感染症対策について伺います。

１点目、土日祝日の発熱外来の開設につい

て伺います。

コロナウイルス感染症のオミクロン株Ｂ

Ａ.５の感染者が、三沢市でも急増していま

す。９月２日の新聞報道によりますと、８月

２４日から３０日の１週間の累計が、三沢市

で２０１人から５００人の感染者数に上って

いたことが明らかになりました。

また、感染者数が急激に増えたことによ

り、死者数も増加傾向にあります。重症でな

くても、中等症で亡くなるケースもありま

す。

その要因としては、社会経済活動を優先さ

せ、３年ぶりとなるイベントやお祭りの開

催、お盆休みや休日などでも行動制限がない

こと。人流の増加や人が密集する機会が増え

たことで、感染力が強いとされるＢＡ.５の

感染爆発が起こっていると想定されます。

感染症に対しては、早期診断、早期治療が

必要です。しかし、全国的に見ても発熱外来

の数が足りないことが問題になっています。

簡易抗原検査キット、簡易ＰＣＲ検査キット

での対応が呼びかけられていますが、高齢者

や持病を抱えるなど、重症化リスクの高い

方々に対しては、精度の高いＰＣＲ検査と医

師の診察を受けることが望ましいと思いま

す。

三沢病院では、土日祝日の発熱外来の業務

は行われていません。休日等は救急外来で対

応しています。そこでは、救急の患者やコロ

ナ以外の一般診療に対応しながら、発熱など

のコロナ感染を疑う患者にも対応するとして

います。しかし、それでは感染爆発が起こっ

たときにパンクするのではないでしょうか。

例えば青森市では、青森医師会が救急外来

での一般診療に影響が出ないよう、医療機関

の負担軽減を図り、日祝日に臨時の発熱外来

を当番制で開設しているということです。

当市でも、三沢病院のプレハブの発熱外来

を活用し、三沢地区医師会の御協力をいただ

き、当番制で開設してはどうでしょうか。当

市の見解を伺います。

次に、コロナウイルス感染症対策の２点

目、当市におけるきめ細かな情報提供と対応

について伺います。

現在、第７波による感染拡大が収まらない

中、医療現場での負担軽減策として打ち出し

たコロナ感染者の全数把握の見直しについて

は、今月は自治体任せにするなど、国のコロ

ナ対応が混乱を招いています。県が示す、発

熱など症状がある場合の受診方法についての

マニュアルもありますが、分かりにくいもの

になっています。

また、今月５日、県が新たに自宅療養者サ

ポートセンターを開設し、２４時間体制で電

話での相談や診療に応じる方針を打ち出して

いますが、今後さらなる自宅療養者が増える

可能性から、電話がつながらないというケー

スが出るのではないかと懸念しています。

三沢市では、９月１１日の航空祭や２４

日・２５日のあおもり１０市大祭典など、イ

ベントが続き、人流増加や密集による感染爆

発が起こる可能性が高まっています。そのた

め、発熱外来のパンク、医療逼迫への危機対

応が必要となります。感染爆発の際、市民が

不安と混乱に陥らないよう、分かりやすい情

報提供と対応が必要だと思います。

八戸市が実施した相談コールセンターで

は、コロナへの不安や悩み、検査や療養証明

に関する相談等、土日祝日、２４時間体制で

対応するとしています。三沢市としても相談

窓口の設置が必要ではないでしょうか。

また、独り暮らしの高齢者への対応とし

て、発熱や喉の痛みなどの症状が出た場合、

かかりつけ医やコールセンターへの電話のか
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け方、受診の仕方、県が支給する簡易検査

キットの使い方、電話がつながらない場合の

対応の仕方など、三沢市独自の分かりやすい

パンフを作成し、各町内会、自主防災組織、

民生委員に協力をお願いし、配布し、説明が

必要な高齢者にはきめ細かい対応をすべきだ

と思います。当市の対応を伺います。

次に、行政問題における第２の質問、大学

生への経済的支援策について伺います。

長期にわたる様々な生活必需品や水道光熱

費の値上げラッシュにより、大学生、専門学

生の生活が経済的に追い詰められています。

もとより、日本の大学の授業料は先進国の中

で一番高いとされ、保護者の負担は大きく、

また、奨学金とアルバイトで大学に通うとい

う学生も多いと伺っています。

そうした中で、さらなる物価高騰が追い打

ちをかけています。全国で実施されている学

生への食料支援では、学生が殺到し、窮状を

訴える学生からは、１日１食で我慢してい

る、食料をもらえて助かるという声も寄せら

れています。保護者からも、仕送りを上乗せ

しなければならず、経済的に大変だという声

もお聞きしています。

そこで、政府が今月半ばにもさらなる物価

高騰対策を打ち出し、地方創生臨時交付金を

増額するとしています。当該交付金を活用

し、生活困窮する学生に生活支援金を給付す

べきと思います。当市の見解を伺います。

次に、行政問題の第３の質問、基地問題に

ついて伺います。

基地問題の１点目として、米軍三沢基地に

おける有機フッ素化合物流出事案について伺

います。

当該事案に対しましては、３月議会に西村

議員、６月議会に小比類巻孝幸議員が取り上

げております。その質問の中で、流出された

有機フッ素化合物が環境の中で、また、生物

体内でほとんど分解されず、ずっと残り続け

ること。製造・使用が国際的に制限され、日

本国内では製造禁止されている有害物質であ

ることが指摘されています。

先般、８月２５日の青森県による当該事案

に係る水質調査結果が公表されましたが、い

まだ天狗森のため池の排水路では、基準値を

超える１３０ナノグラムという高い数値が計

測され、引き続き、県・三沢市・国土交通省

により水質調査を実施するとしています。有

害なものですから、今後、水質調査はもちろ

ん、環境汚染や人体への影響などを調査、原

状回復への対応が求められます。

また、消火用水流出の原因となった基地内

では、ため池などから国の基準値を３から４

０倍を超える濃度が検出されたと公表されて

います。

その後の検査結果や影響、有機フッ素化合

物ＰＦＯＳ等の管理状況の公表、またＰＦＯ

Ｓ等を含む製品について、それに代わる製品

への交換を米軍に対し求めるべきと思います

が、当市の見解を伺います。

次に、基地問題の２点目、ＣＶ－２２オス

プレイの飛行停止問題について伺います。

米空軍の特殊作戦司令部は、８月１６日か

ら所属するＣＶ－２２オスプレイ全５２機の

飛行を停止し、全機に地上待機を命じまし

た。機体の不具合が相次いでいるためとし、

米空軍自ら全機の地上待機を命じるほど重大

な欠陥が明らかとなりました。

ＣＶ－２２オスプレイの二つあるエンジン

のうちの一つと、ローターをつなぐクラッチ

がかみ合わなくなる不具合で、クラッチがつ

ながらない場合、もう一つのエンジンから動

力を伝達する設計になっていますが、操縦士

は直ちに着陸を余儀なくされ、その際、機体

を制御できない場合があり、米空軍も墜落の

可能性を認めていると新聞報道でもありまし

た。

そして、この不具合は、２０１７年以降、

４件起きています。そのうち２件は、ここ最

近６週間以内に発生しています。

三沢市においては、横田基地配属のＣＶ－

２２が対地射爆撃場において通常訓練化さ

れ、横田と三沢の行き来が常態化していま

す。小川原湖では、訓練域を拡大し、ヘリ
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キャスト、ホイストなど、危険な訓練を行っ

てきました。

欠陥があるにもかかわらず、危険な訓練が

繰り返されることは、市民の生命・財産を守

る観点からも、安心・安全の観点からも、容

認できるものではないと思います。

以上のことから、当該機の小川原湖での訓

練域拡大の撤回と、今後、三沢での訓練中止

を求めるべきと思います。当市の見解を伺い

ます。

次に、教育問題における第１の質問、学校

給食費の無償化について伺います。

給食費の無償化については、昨今、少子化

対策、子育て支援の施策として打ち出されて

いますが、憲法が保障する義務教育の無償の

観点からも、子供たちの権利として保障する

観点からも、大事になっています。また、給

食費の事務負担軽減や未納問題解消にもつな

がります。

周辺自治体では、七戸町、東北町、六ヶ所

村、横浜町、おいらせ町が実施しています。

さらに、青森市が１０月から実施するとして

います。五所川原市、七戸町、東北町、横浜

町、おいらせ町では、首長選挙において無償

化を公約に掲げ当選、公約を実現しておりま

す。

小檜山市長におかれましても、選挙のマニ

フェストで給食費の無償化を段階的に検討す

ると掲げられておりました。３人の子育てを

している主婦から無償化への期待の声が寄せ

られています。

以上のことから、当市も実施すべきと思い

ますが、当市の見解を伺います。

次に、教育問題における第２の質問、就学

援助制度について伺います。

１点目として、準要保護への入学準備金の

引上げについて伺います。

上十三地域では、ほとんどの自治体が国の

要保護の基準に照らし、準要保護世帯に対し

ても小学校入学で４万円、中学校入学で５万

円程度の準備金を支給しています。三沢市で

は、小学校入学が２万５,４３０円、中学校

入学で２万８,５２０円となっています。十

和田市は、今年度から小学校入学に４万円、

中学校入学に４万６,０００円と引き上げて

います。当市でも、就学援助を受ける子供た

ちのために引き上げるべきと思いますが、当

市の見解を伺います。

次に、就学援助制度の２点目について伺い

ます。

当該制度では、修学旅行費への助成が規定

されていますが、多くの自治体では、一旦保

護者から修学旅行費を集金し、準要保護世帯

へは後から返金するという対応が多いという

情報がありました。

そこで、当市として、一度自費で立て替え

た金額を後から払い戻す償還払いをしている

のであれば、保護者の負担軽減につなげるよ

う、費用の工面で負担がかからないよう現物

給付とすべきではないかと思います。当市の

見解を伺います。

以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。

○議長（堀 光雄君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の基地問題についての第２点目、Ｃ

Ｖ－２２オスプレイの飛行停止問題について

は私から、そのほかにつきましては担当部長

並びに病院事務局長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。

米空軍ＣＶ－２２オスプレイについては、

過去６週間のうちに２回にわたりクラッチを

原因とする特有の現象が発生したことを受

け、米空軍特殊作戦コマンドは全機を地上待

機させておりました。

その後、米空軍特殊作戦コマンドにおい

て、各種の情報を分析の上、様々な任務にお

けるＣＶ－２２オスプレイの運用手順の確

認、搭乗員に対する教育・訓練内容の追加、

機体点検などを継続的に行うことにより、Ｃ

Ｖ－２２オスプレイの飛行の安全が確保でき
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ることを確認したことから、米国時間の９月

２日、地上待機措置が解除されたとの説明を

東北防衛局から受けております。

また、小川原湖における横田基地所属のＣ

Ｖ－２２オスプレイによる救難訓練について

は、７月及び８月にそれぞれ１回、計２回実

施されておりますが、今後の計画について

は、現時点では決まっていないとのことであ

りました。

当該訓練につきましては、昨年、事前通告

なしで実施されたことから、三沢市では国に

対し、地域住民に影響を及ぼすような軍用機

による訓練等については、事前に関係自治体

に対し通知するよう要請しております。

その後、本年５月の日米合同委員会におい

て、訓練水域及び使用期間について合意がな

され、訓練計画等の情報については、訓練実

施の２週間前までに米軍から日本側に通知す

ることや、訓練の影響が最小限になるよう日

米間で調整するなど、訓練の枠組みが関係自

治体に対し示されたところであります。

いずれにいたしましても、ＣＶ－２２オス

プレイの運用については、国において引き続

き米軍側に対し安全面に最大限の配慮をする

よう求めていくとのことでありますので、今

後の状況を注視するとともに、情報収集に努

めてまいりたいと考えております。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 基地問題の第１

点目、米軍三沢基地における有機フッ素化合

物流出事案についてお答えいたします。

米軍三沢基地において、有機フッ素化合物

であるＰＦＯＳ等を含む消火システムの水が

流出した事案を受け、本年１月１１日、三沢

市では米軍司令官に対し、水質調査の実施や

検査結果及び対応策に係る情報提供について

文書要請したところであります。

その後、４月に東北防衛局から、米軍側の

対応状況と水質調査の分析結果について説明

がありました。その内容といたしましては、

米軍において、１月５日、排水処理施設から

の排水を止めるとともに、１月２１日までに

排水処理施設にたまっていた水と汚泥を除去

し、排水処理施設を洗浄する措置を講じた。

また、再発防止のため、基地内の格納庫の消

火設備の再点検を実施し、凍結により破損し

た配管の補修を実施したというものでありま

した。

また、水質調査の結果は、施設区域内のた

め池エリアにおいて１リットル当たり１５８

ナノグラムから３２６ナノグラム、排水処理

施設においては１リットル当たり９４０ナノ

グラムから２,０７９ナノグラムのＰＦＯＳ

等が検出されたとのことであり、この分析結

果を踏まえ、米軍においては、環境管理とし

ての基地内のため池における継続的なモニタ

リングの実施やＰＦＯＳ等を低減するための

措置など、施設区域外への影響が最小限とな

るよう措置を講ずるとのことでありました。

この報告を受け、三沢市では、米軍三沢基

地司令官に対し、継続的な水質調査の実施、

検査結果及び対応策に係る速やかな情報提供

を４月２８日に再度文書要請したところであ

ります。

また、５月２日、基地内において、市長を

はじめとする市職員が直接現地を訪問し、米

軍三沢基地司令官から状況説明を受けており

ます。

その後の状況といたしましては、先般、東

北防衛局から受けた説明によりますと、米軍

では、基地内において水のサンプリング調査

を再度実施し、現在、その結果について精査

中であるとのことであります。また、在日米

軍において、泡消火薬剤の交換を順次進めて

いるとのことであり、三沢基地の状況につい

ては、防衛省で米軍に確認しているところで

あります。

いずれにいたしましても、現在精査中の水

質調査の結果や泡消火薬剤の交換状況を確認

しつつ、市民の皆様の不安を払拭するため、

適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。
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○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 行政問題、

コロナウイルス感染症対策についての第２点

目、感染症対策のマニュアルについて、きめ

細やかな情報提供、対応についてお答えいた

します。

御承知のとおり、新型コロナウイルスの第

７波の感染拡大により、現在、これまでにな

く発熱外来や地域の保健所が逼迫した状況に

あり、市民から、電話がつながりづらい、す

ぐに検査を受けられないという声があること

も承知しております。

こうした厳しい状況下において、これまで

かかりつけ医への相談と、かかりつけ医がい

ない場合は青森県の設置する新型コロナウイ

ルス感染症コールセンターへの相談により、

診療及び検査について具体的な案内がなされ

ていることを広報みさわ、市ホームページ、

マックテレビ等による様々な手段を講じて周

知を図ってまいりました。また、青森県危機

対策本部会議で決定された県の対処方針や県

民へのお願いについても、市民へ情報発信

し、県と一丸となってそのときの状況に応じ

た対策に常に取り組んできたところでありま

す。

御提案の地域の防災組織や民生委員を活用

した情報提供並びに発信された情報の説明に

ついては、特に重症化リスクが高い方や独り

暮らしの高齢者等に対し、地域の実情を理解

した防災組織や民生委員の協力を得て、きめ

細やかな対応をしていただくことは有効であ

ると考えておりますが、一方で、新たな人流

が生まれることや、御協力いただく方々が高

齢化していることなどを踏まえると、慎重に

検討していく必要があると考えております。

また、市として相談に係るコールセンター

を設置しないのかとのお尋ねでありますが、

八戸市においては、新型コロナウイルス感染

症コールセンターを８月２９日に開設し、地

域保健法で設置を義務づけられている八戸市

保健所の受診、相談センターへの問合せ急増

の解消に努めているものと認識しておりま

す。

当市におきましては、県が設置している土

日祝日も対応可能な新型コロナウイルス感染

症コールセンターへ問合せをいただくか、あ

るいはこれまでと同様に、保健相談センター

において市民からの問合せや必要な情報の提

供について、電話対応により誠心誠意努めて

まいりたいと考えております。

今後におきましても、市民が不安と混乱を

招かないよう、適時適切に必要な情報を伝え

ていくことが何より重要であると考えており

ますので、万が一の感染時に慌てることな

く、市民一人一人が対応可能な連絡先や対処

法についての分かりやすい手順を示すなど、

奥本議員御質問の感染症対策マニュアルによ

るきめ細やかな情報提供の検証も含め、市民

のさらなる安心・安全を図るため、周知方法

や対応など、改善してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 病院事務局長。

○三沢病院事務局長（田辺正英君） 行政問

題のコロナウイルス感染症対策についての第

１点目、臨時発熱外来の開設についてお答え

いたします。

まず、三沢病院では、平日には内科、外科

などの一般の外来診療のほかに、発熱症状や

新型コロナウイルス感染症患者などを対象と

した発熱外来を予約制で行っているところで

ございます。

夜間及び土曜、日曜、祝日につきまして

は、上十三圏域で２次救急を担当する病院と

して、１年間に約５,９００人の救急患者の

受入れをしており、発熱症状を含む救急患者

に対応するため、２４時間３６５日体制で医

師、看護師などを救急室に配置しておりま

す。また、そのほかにも、昨今の新型コロナ

ウイルスの感染拡大により、当院でも出勤で

きない職員が多くなっていることもございま

す。

このような状況にあって、一般診療を行

い、新型コロナウイルス感染症患者の入院を
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受け入れ、救急医療体制を維持しております

ことから、当院において日曜日に発熱外来を

行うことは、人員配置などから困難な状況と

なっております。

御質問にありましたように、三沢地区医師

会の協力の下、当院の発熱外来のプレハブを

活用した臨時発熱外来の開設についてであり

ますが、入院患者に新型コロナウイルス感染

症の疑いがある場合は、そのプレハブを利用

することがあること、また、診察を行うに

は、医師のほか、受付や看護師、レントゲン

撮影や検査などを行う放射線技師や臨床検査

技師などが必要となること、さらには、他の

病院の先生方が、プレハブで診察するために

看護師や事務員などを同行したとしても、慣

れない場所での診察や自院と異なる電子機器

の操作など、診察に苦慮されることが予測さ

れております。

このようなことから、三沢病院のプレハブ

を活用した医師会による臨時発熱外来の開設

は、現実的に難しいものと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 教育部長。

○教育部長（立崎裕輔） 行政問題の第２点

目、大学生への経済的支援策についてお答え

いたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化

し、また、ロシアによるウクライナ侵攻など

の影響で光熱水費や食料品等の価格が高騰し

ており、大学生やその保護者の方々も経済的

な負担を強いられていることと拝察いたしま

す。

当市では、これまで令和２年度に国の地方

創生臨時交付金を活用し、三沢市にゆかりの

ある学生に対し、ふるさと三沢大学生等応援

給付金として、学生１人につき１０万円を給

付したところであります。また、令和３年度

には、現行の奨学資金貸付額に月額最大３万

円を上乗せし、就学期間の経済的な負担軽減

のため、奨学資金貸付けを希望し申請があっ

た学生を支援してきたところであります。

このたび御質問の大学生への経済的支援策

についてでありますが、現在のコロナ禍に伴

う社会状況につきましては、日常生活や経済

社会活動を継続できるよう行動制限の緩和も

進み、昨年、一昨年とは環境、状況ともに変

化していること、また、昨今の価格高騰の波

は日本全体に広がっており、全ての市民の家

計が打撃を受けていることに鑑み、大学生の

みを対象とした支援策につきましては、現段

階においては慎重な検討が必要であると考え

ております。

しかし、未来を担う学生が経済的困窮のた

め、アルバイト等で学業の時間を奪われるの

は本末転倒であることから、今後、国の物価

高騰対策に係る地方臨時交付金等の支援策が

制度化された際には、コロナ感染拡大の状況

や社会情勢を見極めながら、社会教育環境の

保障に向けた優先課題を踏まえ、公平で適切

な支援について検討し、関係部局と協議、調

整してまいりたいと考えております。

次に、教育問題の第１点目、学校給食費の

無償化についてお答えいたします。

当市の給食費は、１食当たり、小学校で２

３７円、中学校で２６２円であり、県内では

最低額となっておりますが、年額にすると、

小学生で約４万７,０００円、中学生で約５

万２,０００円程度の受益者負担をいただい

ているところであります。

一方で、当市では、学校教育法に基づき、

経済的理由によって就学困難と認められる児

童生徒の保護者に対して、必要な援助を行う

べく準要保護児童生徒の保護者に対する給食

費の全額補助に伴い、年額約２,３００万円

を予算執行しているところであります。

市長のマニフェストに、段階的な給食費無

償化の検討が掲げられ、教育委員会において

引き続き検討を重ねてきた中で、段階的措置

として、準要保護児童生徒援助費の申請がな

された保護者世帯の所得超過により認定基準

に満たない世帯について、基準額に任意の係

数を乗じて学校給食費のみ援助費として支給

する拡充策を講じるなど、段階的無償化の検

討と実施に努めてきております。
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今後は、さらなる拡充に向けたシミュレー

ションと検討を重ね、段階的無償化の継続拡

充を推進するとともに、準要保護児童生徒援

助費の受給に抵抗感を抱き申請を見送る保護

者を支援できるよう、小中学校での周知や配

慮による対象世帯の掘り起こしのほか、市

ホームページ上や配布案内文書、チラシの創

意工夫などにより、まずは準要保護児童生徒

保護者はもとより、経済的困窮保護者世帯へ

の無償化に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、教育問題の第２点目、就学援助制度

の入学準備金についての御質問にお答えいた

します。

現在、生活困窮世帯への就学援助制度とし

て、三沢市要保護・準要保護児童生徒援助費

支給要綱に基づき、経済的理由によって就学

困難と認められる児童生徒の保護者への援助

を行っております。

御質問の準要保護児童生徒への新入学準備

金である新入学児童生徒学用品費等の支給額

につきましては、令和３年度の引上げを経

て、現在は小学校２万５,３００円、中学校

２万８,７００円となっております。

御質問にあったように、十和田市が今年度

支給額を引き上げたことに伴い、当市の支給

額は上十三地域では最低額となり、県内１０

市中でも９番目の支給額ということで、低い

水準にあることは認識しております。

そこで、教育委員会事務局においても、準

要保護児童生徒の保護者への新入学児童生徒

学用品費等の支給金額の引上げについて現在

も引き続き検討を行っており、今後とも鋭意

努力してまいりたいと考えております。

次に、教育問題の就学援助制度についての

第２点目、修学旅行費の現物給付についての

御質問にお答えいたします。

市内小中学校の修学旅行代金の支払いに関

し、各校に聞き取り調査を行ったところ、就

学援助の対象となる保護者が修学旅行前に旅

行代金を準備し、一旦支払いをいただいてい

る学校は市内１２校中２校のみであります。

その他の学校は、対象保護者が旅行代金を準

備する必要はなく、修学旅行後に市から支給

する就学援助対象者分の旅行代金が直接学校

から旅行業者に支払われる仕組みとなってお

ります。

教育委員会といたしましては、御質問にあ

りますように、今後とも就学援助者の保護者

が修学旅行前に旅行代金を準備することのな

いように、現在、保護者の立替えが行われて

いる学校に対しては、来年度より改善される

よう働きかけてまいります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。

それでは、再質問をさせていただきたいと

思いますが、通告順の質問で再質問させてい

ただきたいと思います。

まず、行政問題の第１の問題です。コロナ

ウイルス感染症対策についてですけれども、

今現在、市立病院は本当に医療逼迫が起こっ

ている状況であるということを察しておりま

す。医療従事者の皆さんに対しては、本当に

頑張ってくださっているということで感謝申

し上げたいと思います。

今回、土日祝日は市立病院でプレハブを使

用されていないものと私思っていまして、

せっかくあるから、それを活用するほうがい

いのではないかなという、そういう質問だっ

たのですけれども、今の時点で救急外来で来

られる患者に対してもここは使用されている

ということで、活用できないということでし

た。それは理解いたしました。

しかしながら、どうやって感染爆発に備え

るかということは、本当にそういう観点もや

はり必要だと思うのですね。

そこで、青森市の医師会が、救急外来の負

担軽減を図るために、感染爆発のときに、現

在、１０月まで期間限定ですけれども、日

曜・休日に午前１１時から午後１時まで当番

医として発熱外来を開設しているというふう

に報道されていました。
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三沢市としても、これから航空祭であった

り、お祭りがあったり、感染爆発が想定され

る状況です。そういう期間限定でいいので、

また、重症化リスクの高い高齢者の方々、基

礎疾患がある方々の限定でもいいので、ぜひ

とも、三沢地区の医師会の先生方も本当に今

は大変だと思うのですけれども、休日の当番

医もしていただいていますし、ワクチン接種

のほうも御協力いただいて、本当に三沢地区

の医師会の皆さんにも感謝申し上げたいと

思っているのですけれども、こういう災害と

匹敵するような、本当にパンクするような状

況になった場合に、ぜひとも発熱外来を開設

していただけないかと。短い時間で、日曜日

にお一人ずつの当番医でいいですので、でき

ないかということを打診していただくという

ことはできないでしょうか。

これは再質問です。お願いします。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） それでは、

再質問についてお答えいたします。

日曜・祝日に発熱外来を、例えば当番医を

決めて、そして外来する対象者を重症化リス

クの高い方、あるいは高齢者、そして持病を

持っている方などに限定して、三沢地区医師

会にお願いをして実施したらどうかといった

御質問だったと思います。

まず、日曜・祝日に発熱外来を実施するに

は、当然ですが医師が必要となります。この

ことにつきましては、今まさに三沢地区医師

会に御協力をいただきまして、土曜日、日曜

日、あるいは平日の夜間などにおきまして、

国際交流スポーツセンターを会場にして、当

市のコロナウイルスワクチンの集団接種のた

めに各病院の医師を派遣していただいている

ところであります。

これに加えまして、これからでございます

が、オミクロン株対応のワクチン接種も始ま

ります。これは、市民約３万人が対象となり

ます。このワクチンについては、早急に対応

しなければなりません。そのためには、接種

日も今後増やしていかなければなりません。

そうなると、ますます三沢地区医師会に御協

力いただくことになりますので、当然、医師

への御負担も大きくなると考えられます。

このようにして既に御協力をお願いしてい

ただいている中で、さらに日曜・祝日に発熱

外来をお願いするというのは、今まで以上に

過重な業務を強いることにもつながりますの

で、現段階ではお願いするのは非常に難しい

ものであると考えております。

このような現状でありますので、市として

は、今後も市民の皆様には日曜・祝日に発熱

などがあった際には、青森県のコロナウイル

ス感染症のコールセンターに御連絡をいただ

きまして、そこで近くの病院等に案内するこ

ととなっておりますので、利用していただき

たいと思います。

そのほかには、県で青森県自宅療養者サ

ポートセンターという新たな事業が９月５日

から運営開始されました。

この事業でございますが、自宅療養者がサ

ポートセンターに電話していただければ、生

活支援として食品セットの配送手配、そして

一般的な電話相談を行うものでございます。

それから、自宅療養中に体調が悪化した際に

は、サポートセンターに電話していただけれ

ば、電話により診療を行いまして、さらに必

要であれば、薬を調剤し配送してもらうとい

う事業でございます。

それから、軽症の方についてでございます

が、市販の解熱剤を服用してもらいまして、

一旦御自宅で安静にしていただき、休日後の

翌日に市内の発熱外来のほうを御利用いただ

きたいと思います。

ただし、高齢者、そして基礎疾患をお持ち

の方、そして重症化リスクの高い方、そして

どうしても体調が悪い方については、当市で

は救急の対応が現在まだできている状況でご

ざいますので、我慢なさらずに救急へ御連絡

いただきたいと思います。

いずれにしましても、今後の状況を見なが

ら、日曜・祝日の発熱外来なども含めて、こ



― 23 ―

れから感染爆発する可能性もございますの

で、よりよい方法を今後検討してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。かなり発熱外来等、医療逼迫

の状況にあるということが今のお話からもう

かがえました。

なぜ、この質問をしたかといいますと、市

民の方から、日曜日に３８度、３９度の高熱

を出して大変な思いをされたということと、

それから高齢者の方で生死をさまようような

状況になって、本当に大変な状況になったと

いうようなお話を伺って、これは、もし今の

段階で市立病院も、そしてまた医師会の皆さ

んにも、今は本当に限界まで頑張っていらっ

しゃって、そういうパンク状態になったとき

に、市民がどういうふうに対応すればいいの

かということが、私は一番問われていると思

うのですね。

感染爆発したら、県のコールセンターにつ

ながらないですよ。今だって、保健所に電話

してもつながらないと、そういう声が多くあ

りました。だから、そういうことを想定し

て、災害に匹敵するような状況になったとき

に、こういう危機意識をちゃんと持っていな

いと、三沢市民の命は救えないです。

ですから、そういう部分で……。１点目は

了解しました。

２点目ですけれども、どうやって、そうい

う感染爆発したときに市民の命を守るかとい

う部分の、こういう県からの方針が広報に

入っていましたけれども、大変白黒で薄くて

見にくい。これは高齢者の方、私も高齢者で

すけれども、よく分かりません。ウェブって

何だというような声もありました。

こういうことではなくて、感染爆発したと

きに本当に困った方々が、今、説明ありまし

たけれども、そういったことを簡潔に分かり

やすく、電話のところに貼っていてもいいよ

うな、県の検査キットをもらえるとか、食料

を備蓄しておいてくださいとか、そういう分

かりやすい対応をしっかりと取っていくべき

だと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） それでは、

再質問についてお答えいたします。

高齢者などについて、分かりやすい表記で

お知らせなどしたらいいのではないかといっ

た御質問だったと思いますが、まず高齢者に

対しましては、今まで国や県、そして市から

の様々なコロナに関する情報を分かりやすく

お伝えするために、今、薄いと言いましたけ

れども、今後は分かりやすく、そしてカラー

で表示するような方法で皆様に発信していき

たいと考えております。

あと、電話相談のほうは、先ほど土日に電

話相談を市独自で設置したらどうかという御

質問もあったと思うのですが、それにつきま

しては、先ほども言われました新型コロナウ

イルス感染症コールセンター、どうしてもや

はりそちらのほうに電話をいただくのが一番

の近道であると私のほうでは考えております

ので、それを利用していただきたい。

そして、感染によって発熱した場合、先ほ

ど前の再質問で私御説明申し上げましたが、

９月５日から県が運営を開始している青森県

自宅療養者サポートセンター、こちらは土日

祝日の電話の相談も受け付けておりますの

で、現在のところは高齢者などにとってはと

ても有効な手段ではないかと考えておりま

す。

このように、県でございますが、県民に対

して様々な電話による相談、支援策を行って

おりますので、それでもやはり市独自の必要

な情報もありますので、奥本議員のおっ

しゃっているとおり、日曜・祝日の相談受付

については、とても必要であると認識してお

ります。

市独自のコールセンターでございますが、

コールセンターがお休みの日に相談受付をし

たらどうかということなのですが、それは
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やっぱり必要でございますので、今後はコー

ルセンターに委託するとか、そういう対応も

一つの手段となりますので、今後検討してい

きたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。しっかりと対応していただく

ことを期待したいと思います。

次に、行政問題。大学生への支援策につい

て再質問をさせていただきたいと思います。

大学生への支援策なのですけれども、今

ちょっと消極的な、困っている人がたくさん

いるので、大学生に限定してということはは

ばかるということだったのですけれども、大

学生の食料支援をされている方からお話を伺

いました。

弘前大学の看護学生、実習の際にコロナに

感染しないようにということでアルバイトを

禁止されているそうなのです。教材費もかか

るし、電気、水道、ガスも節約して、食事も

１日１食で、夜は水だけで辛抱していると。

お兄さんも大学生で、お母さんが病気、お父

さんは公務員だそうですけれども、仕送りの

増額は言えないと、こういうふうな厳しい状

況にある方々がいらっしゃるのですね。

ですから、これまで国が、独り親世帯とか

生活困窮、住民税非課税世帯、こういったと

ころに国が直接５万円、１０万円と支給して

います。そういった方々の中に生活困窮して

いる大学生も、ぜひここを考えていただくよ

うに。検討するというふうな答弁もありまし

たので、ぜひしっかりと対応していただきた

いというふうに思います。再質問はございま

せん。

次に、行政問題の基地問題についてであり

ます。

まず、有機フッ素化合物の流出の問題につ

いてなのですけれども、これは基地渉外課と

か、また、沖縄でも様々汚染問題というのが

問題化していまして、これまでも国等に要望

を上げているのですけれども、基地内での汚

染の状況、結果というのは、今詳細に伺いま

した。今度、またさらに、引き続き調査報告

を米軍に求めて、そして市民に情報提供して

いくということでしたので、ぜひここはしっ

かりと対応していただきたいと思います。こ

れは再質問はございません。

次に、ＣＶ－２２オスプレイのことなので

すけれども、今回、防衛省のほうから通達が

あったということだったのですけれども、今

回の不具合に対しては問題が解決したという

わけではなくて、操縦士による対処をして、

訓練して、それで今、飛行再開になっており

ます。

今、横田とか、それからその周辺自治体の

協議会のところで、国と米軍の司令官に対し

て要請書を上げているのですよ。いろいろ説

明を受けたのだけれども、基地周辺住民の不

安は、これまで以上に高まりを見せている

と。

基地周辺住民の中にあっては、安全性に対

する不安の解消に至っているとは考えられ

ず、飛行運用に対する不安をさらに募らせる

ことも懸念されるということで、横田基地に

関する東京都と周辺市町連絡協議会のほう

で、安全確保の徹底はもとより、十分な説明

責任を果たすよう強く申入れを行っておりま

す。

当市でもやるべきではないでしょうか。そ

の点について伺います。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

まず、オスプレイに限らず、航空機による

訓練、これは安全確保を大前提として実施さ

れているものと考えております。

御質問の三沢市で要請をというお話です

が、オスプレイの運用そのものは、国策、国

防に関わる問題でありまして、一地方自治体

が中止を求めるというのは大変難しいと考え

ております。

その中で、市民の生命・財産に危険が及ぶ
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と判断された場合には、もちろん国に対処を

求める必要があると、そのように考えており

ます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員に申し上げ

ます。持ち時間終了５分前です。

奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） では、ちょっと早

口になりますけれども。今の御答弁ありがと

うございました。

これは国の管轄だということなのですけれ

ども、やはり住民の命と安全を第一に考える

のが地元の行政の役割だと思います。その辺

はしっかりと。横田のほうでも、周辺の方々

が不安が解消されていないということで、説

明責任を果たすよう申し入れしているのです

よね。だから、このことについてもしっかり

と対応していくべきだということを申し上げ

て、次の教育問題のほうに移りたいと思いま

す。

学校給食費の無償化についてですけれど

も、青森市で１０月からということだったの

ですが、それまではちょっと後ろ向きな対応

で、できないというようなことだったのです

けれども、東北町で再編交付金を活用して基

金を積み立てて給食費の無料化を実施してい

ます。岩国では、特定防衛施設周辺整備調整

交付金を活用して給食費の無償化を実施して

います。何でも基地交付金頼みでいいとは思

いませんけれども、給食費を無料にすること

は子供たちのためになって、税金の使い方と

しては有効であると思います。

経済的にゆとりがある家庭にまで無料にす

る必要がないとか、給食費は親の責任だと

おっしゃる方もいらっしゃいますけれども、

子育て世帯は本当に教育にとてもお金がかか

るわけです。ですから、子育て支援にもつな

がる。

そして、市長の公約、例えば段階的という

と、就学援助制度で給食費をもらえる方を増

やしたということですけれども、本来であれ

ば、段階的というと、一般的には先に小学校

からやるのかなとか、次に中学校に移行する

のかなと、そういうことを一般市民の方は考

えると思います。そういう部分で、これはマ

ニフェストにも載せているということで、市

長から御答弁をいただきたいと思います。責

任ある判断をするべきだと思います。いかが

ですか。

○議長（堀 光雄君） 教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの給食費

の無償化の件についての再質問についてお答

えいたします。

給食費の段階的無償化というふうなことで

ございますけれども、先ほどの答弁のよう

に、さらなる拡充に向けたシミュレーション

をしております。それと、検討を重ねて段階

的無償化が実現できるように推進していると

ころでありますし、また、準要保護児童生徒

の援助費、その受給に抵抗感を抱く保護者も

少なからずいるというふうなことでございま

すので、ある意味、その方々に支援できるよ

うに周知したり、あるいはそういった配慮を

しながら掘り起こしていくというふうな、そ

ういった方向でただいまやってきておりま

す。

まずは、準要保護児童生徒の保護者はもと

より、経済的困窮者あるいは経済的困窮保護

者世帯への無償化に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上であります。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） すみません。今回

の教育問題に関して、本当に消極的な、本当

に子育て支援、また、子供さんたちのことを

本当に考えているのかなという、何か考えら

れないような答弁が相次ぎました。

上十三地域の最下位の入学準備金に関して

も、引き上げると言わないで、検討していく

と。本当に三沢市民として恥ずかしいです。

教育にお金をかける、人への投資と言いな

がら、こういうことを全然すぐにやろうとし

ない態度に、大変残念な思いでいっぱいで

す。検討するというのはどういうことでしょ
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うか。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの検討す

るとはどういうことなのかというふうな御質

問でございますけれども、これらについて

も、もちろん学校給食の無償化についても、

それから要保護・準要保護の世帯のことにつ

いても、これらを段階的に無償化というふう

なことと、それから要保護・準要保護世帯に

補助しているというふうなことでもございま

すので、要保護・準要保護の基準等につい

て、さらに緩和するような形で補助していき

たいというふうな形で、ただいまのところ、

現状そういった話合いがなされているところ

でございます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。

この際、午後１時まで休憩します。

午前１１時４７分 休憩

────────────────

午後 １時００分 再開

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

ここで、議長を交代します。

○副議長（加澤 明君） 議長を交代しまし

た。

それでは、一般質問を次に移ります。

遠藤泰子議員の登壇を願います。

遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） ６番、かがやき遠藤

泰子です。通告に従いまして、道路問題、旧

一方通行の状況とふるさと納税の取組につい

ての２点質問いたしますので、よろしくお願

いいたします。

はじめに、大町交差点からゲート前交差点

までの区間を通る一方通行道路が、本年７月

下旬に双方向通行となったことに伴い、交通

安全対策上の観点から、道路問題として質問

させていただきます。

双方向通行になり１か月を経過いたしまし

たが、旧一方通行道路、元の一通、皆さんは

この道路の呼び方をどのように表現している

のでしょうか。いろいろな方との会話の中で

は、いまだ一通と言われている方もかなりお

りますので、誤解のないように新たな名称が

必要かもしれません。

さて、この道路が面しているエリアは、か

つての中心市街地活性化計画区域ということ

で、現在のＳｋｙＰｌａｚａを集客拠点施設

として、アメリカ広場の整備とともに米軍基

地のまちである三沢らしい特色を生かしたま

ちづくりを目指してきたものと認識していま

す。

そして、今般の一方通行の解除について

は、長年にわたり商工会や商店街からの要望

があり、アーケードの撤去などの手順を踏み

ながら念願がかない、双方向通行になったこ

とは一部喜ばしく感じております。

しかしながら、大町からゲート前まで１本

の道路にもかかわらず、整備されたエリアと

未整備のエリアでは道路幅員に大きな差があ

るため、双方向通行になる以前から交通事故

や交通渋滞などの懸念があり、右折レーンや

一時待避所の設置、歩道の整備などの必要性

が言われてきたものと理解しています。

双方向通行となり、まだ日が浅いわけです

が、１か月余りの間に交通量がどのように変

化したのか、交通事故未然防止の観点から早

急に調査すべきと考えており、場合によって

は、道路改良工事等を検討すべきと考えてお

ります。特に朝夕の通勤時間の状況がどう変

化したのか、市の認識についてお伺いいたし

ます。

次に、右折を原因とした渋滞が発生してい

ないかについての質問ですが、先ほど申した

とおり、朝夕の通勤時間帯にはゲート前交差

点を中心に基地内を出入りする車両が集中し

ます。朝は岡三沢方面から基地内に右折する

車、夕方はさらに櫻井薬局前交差点、福米酒

店前交差点、大町交差点など、右折レーンが

ないため、混雑するのではないかと危惧して

います。
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一般社団法人日本損害保険協会のパンフ

レットによりますと、人身事故の５４.１％

は交差点で発生し、そのうち一番多いのが追

突事故の４１％、次いで多いのが右折事故の

２５％となっております。

双方向通行となり交通量が増加すれば、必

然的に交通事故のリスクが高まります。右折

レ－ンのほか、信号機、横断歩道を含めた交

差点の安全対策は非常に重要であると思いま

す。

このことから、右折を原因とした問題、交

通渋滞が起きていないのか。併せて、右折

レーンの設置の必要性について、市の考え、

認識についてお伺いいたします。

次に、冬期間の積雪時の対策についての質

問です。

以前に、除雪に関する一般質問を２回ほど

いたしましたが、当市の除排雪については、

小檜山市長のリーダーシップの下、改善され

つつあるものと理解しております。しかしな

がら、改善は常に進めるべきものであり、今

後においてもＡＩやシビックテックなどの技

法を取り入れた除排雪の取組をさらに進化さ

せてほしいと思います。

さて、冬期間は雪によるスリップ事故のほ

か、積雪により道路幅が狭くなる、日没が早

く歩行者を確認しづらい、雪が車の音を吸収

し車の音に気づきにくいなど、事故が起きや

すい環境が発生します。特に交差点では歩道

の角に雪だまりができ、排雪しなければお互

いが見えないといった状況になります。

旧一方通行では、車道も狭く、車同士がす

れ違えなくなる可能性や、歩行者を巻き込ん

だ重大な事故となる可能性もあるのではない

かと危惧しています。積雪期に向けた交通安

全対策についての取組をお伺いいたします。

次に、ふるさと納税の状況についての質問

に移ります。

御承知のとおり、ふるさと納税制度は、国

民が好きな自治体を選び寄附をすることによ

り、所得税及び住民税の寄附金控除が受けら

れ、かつ寄附先自治体から返礼品を受け取る

ことができる制度であり、平成２０年にス

タートしたものであります。

寄附された自治体においても、自主財源の

確保のほか、地場産品の売上げ向上による地

域経済の活性化や知名度アップなど、寄附

者、自治体の双方に多くの面でメリットがあ

ることから、利用者は年々増加しており、令

和２年度の実績では全国で約４０６万人の方

がこの制度を活用し、寄附金総額は約６,７

２５億円ということであります。市町村別の

寄附額のランキングを見ますと、１位の宮崎

県都城市では約１３５億円の寄附額となり、

大きな成果を上げております。

さて、このふるさと納税ですが、総務省で

は、地域資源を活用し、地域の活性化を図る

ことがふるさと納税の重要な役割であること

を踏まえれば、返礼品を送付する場合であっ

ても、地方団体の区域内で生産されたものや

提供されるサービスとすることが適切との見

解を出しております。

また、返礼品は寄附額の３０％以下、経費

率５０％以下というルールもあります。こう

したルールの中で、各自治体はアイデアを結

集し、様々な返礼品を生み出してまいりまし

た。当然のことながら、地場産品に地域差が

存在し、持てるものと持たざるものの格差が

生じ、特産品資源の乏しい自治体は厳しい競

争環境下にあるものと理解しております。

ふるさと納税の返礼品について調べてみま

すと、肉、魚、果物などの農水産物が多い傾

向にありますが、アイデアによる返礼品も

続々と出てきております。

兵庫県多可町では、地元のケーブルテレビ

にニュースキャスターとして１年間出演でき

る権利、埼玉県狭山市では、入間航空祭の観

覧席、青森市などの空港のある２４の自治体

では、ＪＡＬふるさと帰ろうクーポンなど、

また、変わったところではマンホールの蓋と

いうのもありました。

これらは、当市においても可能な返礼品で

あり、これら以外にも全国には地域の社会資

源を生かしたアイデア返礼品が多数ありま
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す。

当市の自主財源を確保するとともに、市内

経済の活性化を促進させることは、行財政運

営上極めて重要であり、今後さらに高度化す

る行政サービスを維持していく上でも優先し

て進める必要があると思います。

繰り返しますが、都城市は、令和２年度は

１３５億円であります。この財源があればと

思わざるを得ません。

このような思いから、１点目は、当市のふ

るさと納税額の推移と県内１０市の中の順位

についてお伺いします。

次に、ふるさと納税の返礼品の考案につい

てですが、当市ではどのように返礼品を検討

しているのかであります。

先ほどから申し上げておりますとおり、他

自治体の返礼品を見ると、ずるいなと思うも

のもありますが、知恵を絞って工夫しながら

考案しているものも数多くあります。担当部

署のみで考えるのではなく、多くの視点でブ

レインストーミングをしながら可能性を見出

すべきと思います。

また、ふるさと納税のサイトを運営してい

る、さとふるやふるなびなどから人気のある

返礼品についての講義を受けたり、当市の資

源の活用について客観的なアドバイスをいた

だくことも必要かもしれません。

ふるさと納税がスタートして十数年経過し

ますが、当市では、これまで返礼品の考案に

ついてどのように検討し、実現してきたのか

お伺いします。

次に、企業版ふるさと納税に対する取組に

ついてであります。

御承知のとおり、この制度は、新たな民間

資源の流れを巻き起こし、地方創生の取組を

進化させることを目的として、平成２８年度

に創設されました。この制度の特徴は、個人

のように返礼品がないことや、人材派遣型の

寄附もあり、令和６年度までの時限措置と

なっております。

自治体のメリットとして、専門的知識やノ

ウハウを有する人材が寄附活用事業やプロ

ジェクトに従事することで、地方創生の取組

を充実・強化することが人件費を負担するこ

となくできる。企業のメリットとして、法人

税等の軽減のほか、企業のＰＲ、自治体と

パートナーシップ、社会貢献などが挙げられ

ております。

令和３年３月の内閣府地方創生推進事務局

によるパンフレットでは、全国の取組事例が

掲載されておりますが、青森県では唯一十和

田市が冬季観光充実・強化による地方創生推

進プロジェクトを実施し、冬場の観光コンテ

ンツづくりに取り組んだとのことでありまし

た。

全国の事例を見ると、参考になる事例が

多々あり、当市特有の課題を解決するなどの

実情に合った取組が可能ではないかと考えさ

せられるところであります。

当市における企業版ふるさと納税に対する

取組についてお伺いします。

御答弁よろしくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） ただいまの遠藤泰

子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の道路問題、旧一方通行についての

３点については私から、そのほかにつきまし

ては政策部長からお答えをさせますので御了

承願いたいと存じます。

はじめに、第１点目、一方通行規制解除後

の交通量の変化についてお答えいたします。

令和４年７月２３日午前６時をもって、昭

和４９年から約４８年間続いた、主要地方道

三沢十和田線三沢市中央商店街区間の一方通

行規制が解除されたところです。

一方通行規制の解除につきましては、商業

振興はもとより、中心市街地の交通円滑化と

交通安全確保を図るため、その実現を求めて

きたものであります。

御質問の一方通行規制解除後の交通量がど

う変化したかについてでありますが、三沢市

商工会が毎年実施している市内の通行量調査
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の結果を検証したところ、一方通行規制解除

前後の比較で、当該区間における車両の交通

量は増加傾向にあることが認められていると

ころです。

続きまして、第２点目、一方通行解除後の

右折を原因とした渋滞の発生状況等について

お答えをいたします。

当該区間における一方通行規制解除後の交

通状況については、ドライバーや歩行者、さ

らには地域住民の混乱を招かぬよう、現在、

三沢警察署と連携協力の下、定期的にパト

ロールするなどして、その状況を注視してい

るところであります。

御質問の右折を原因とした渋滞の発生状況

と右折レーンの設置についてでありますが、

一方通行規制解除後、当該区間において右折

を原因とする慢性的な渋滞の発生を認めるよ

うな状況は確認されていないところです。

しかしながら、今後において、右折を原因

とする慢性的な渋滞の発生が確認された場合

には、庁内関係課で協議の上、必要に応じ

て、道路管理者である青森県に対し渋滞の解

消等について要望してまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、第３点目の冬期間における交

通事故防止対策についてお答えをします。

当該区間においては、道路幅員が９メート

ルから６メートルに減少する箇所が存在する

ところです。この幅員６メートルの区間につ

いてでありますが、夏期については対面通行

する上で特に支障はないものと認識しており

ますが、冬期については、積雪量等によって

は対面通行に支障が出る可能性も否定できな

いと考えております。

御質問の冬期間における交通事故防止対策

についてでありますが、まずは道路管理者で

ある青森県に対し、きめ細やかな除雪に努め

るよう要請してまいりたいと考えておりま

す。その上で、冬期に入る前をめどに、ドラ

イバーに対して、積雪状況を考慮した運転を

心がけ決して歩行者を事故に巻き込むことの

ないよう、様々な媒体を通して周知啓発に努

めてまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、除雪による幅員

の減少や一方通行規制の解除が原因となって

歩行者が事故に巻き込まれることのないよ

う、引き続き関係機関で連携協力の下、交通

事故防止対策に努めてまいりたいと考えてお

ります。

私からは、以上です。

○副議長（加澤 明君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） ふるさと納税の

状況についての第１点目、当市のふるさと納

税の推移についてお答えいたします。

ふるさと納税につきましては、当市におい

ても、ふるさとまちづくり寄附金として運用

しているところでございます。

過去５年間の寄附額と県内１０市中の順位

の推移ですが、平成２９年度が１,１１１万

円で９位、平成３０年度が８５８万円で１０

位、令和元年度が１,４５３万円で１０位、

令和２年度が３,５５０万３,０００円で９

位、令和３年度が２,３８９万９,０００円で

１０位。以上となっております。

次に、第２点目、返礼品の考案について、

どのように検討し実現しているのかについて

お答えいたします。

ふるさとまちづくり寄附金に係る返礼品等

につきましては、当市で、ふるさとまちづく

り寄附金特典品協賛事業実施要綱を定めてお

ります。この要綱に基づいて、市内の特産品

やお土産品を取り扱っている企業、事業所や

飲食店を訪問し、出店の依頼をしたり、ホー

ムページや広報誌等において出店事業所の募

集を行っております。また、市産業観光課と

連携し、地場産品を使用した商品開発を実施

している事業者にも声がけするなど、積極的

にアプローチしているところであります。

このような中、平成２９年度からは、イン

ターネットサイト・さとふると、今年度さら

に楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふ

るなびと業務委託契約したことにより、様々

なサイトが利用できるようになりました。

ポータルサイトへの登録につきましては、
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インターネットで各事業者が行わなければな

らないため、パソコンに不慣れな事業者等に

は市担当者が出向き、サイトに載せる写真の

撮影やサイトの手続を支援するなど、出店事

業者の増加に努めているところであります。

総務省で定めるふるさと納税に対する返礼

品には、地場産品基準が設けられており、昨

年度は好評でありました三沢昼いかの不漁に

よる影響を受けましたが、今年度は地場産品

の三沢基地空自空上げやアメリカンバーガー

及び地域資源として三沢基地航空祭グッズ

セットや三沢空港温泉オリジナルＴシャツな

どの返礼品を追加しております。

今後もさらなる返礼品の開発に向け、観光

協会や商工会等の関連団体と今まで以上に連

携するとともに、市担当課のみならず、全庁

で考案する組織を立ち上げるなど、返礼品の

開発に努めてまいりたいと考えております。

次に、第３点目、企業版ふるさと納税に対

する取組についてお答えいたします。

御承知のとおり、企業版ふるさと納税と

は、国の認定を受けた地方公共団体の事業に

対して企業が寄附を行った場合に、寄附額の

最大約９割が法人関係税から軽減される制度

となっております。

当市では、第２期三沢市まち・ひと・しご

と創生総合戦略に基づき、住みたくなるま

ち、働きたくなるまち、育てたくなるまち、

自慢したくなるまちの四つの創生事業につい

て、令和２年３月３１日付で国の認定を受け

ており、内閣府の企業版ふるさと納税ポータ

ルサイト及び三沢市ウェブサイトにおいて、

企業からの寄附を募集しているところであり

ます。

これまでの実績といたしましては、本年３

月２５日に、明治安田生命保険相互会社か

ら、住みたくなるまち創生事業の移住・定住

促進事業に対して寄附いただいた５０万円の

１件となっております。

企業版ふるさと納税制度の活用は、当市に

とっては自主財源確保の観点から、また、企

業にとっては実質負担約１割で社会貢献及び

企業ＰＲにつながることから、市と企業の双

方にメリットがある制度となっておりますの

で、引き続き先進事例等を調査研究しつつ、

機会を捉えて企業に直接ＰＲするなど、当市

の寄附募集事業について一層の周知に努めて

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

道路問題の⑴、解除後の交通量が増加して

いるということで理解しました。

⑵の右折レーンを原因とした交通渋滞が発

生していないかについては、再質問になりま

すけれども、御答弁では、右折を原因とする

慢性的な渋滞の発生を認めるような状況は確

認されていないということでありましたけれ

ども、市民からは、例えば双方通行になって

から苦情や相談はなかったのかお伺いいたし

ます。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 右折に関す

る苦情、相談がなかったのかという再質問に

お答えいたします。

一方通行規制解除に伴う苦情や相談につい

てでありますが、これまで３件の苦情、相談

が寄せられております。

そのうち２件は、規制解除前の相談で、基

地正面ゲート前の交差点における右折の混雑

に関するものでした。２件とも、解除後の状

況を踏まえ、適切に対応したい旨を御説明し

たところ、御理解をいただいたところであり

ます。

残りの１件につきましては、規制解除後の

苦情です。大町２丁目マックスバリュ駐車場

前の変則交差点における夕方の車両混雑に関

するものであります。この件に関しまして

は、歩車分離式の信号の影響が考えられるこ

とから、現在、継続的に調査を行い、原因の

検証に努めているところであります。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。
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○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。

私の下にも、朝のゲート前の渋滞について

は何点か苦情が寄せられておりました。岡三

沢方面から正面ゲートに右折する車により渋

滞が発生している、また、夕方は東北町方面

に右折する車のため進まないとのことでもあ

りました。

渋滞や混雑に関しては、一定の考え方があ

るものと理解しておりますけれども、少なく

ても市民の視点を持って、しっかりとした対

応をしなければならないと思っています。

再々質問になりますけれども、双方向通行

となってから、拡幅整備されていないエリア

の大町商店会や銀座商店会の方々からの声、

また、要望はなかったのでしょうか。双方向

通行となって困っていなければよいのです

が、隣接する商店会からの反応について、分

かっていればお聞かせください。よろしくお

願いします。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 隣接する商

店会、商店街等から通行規制解除に伴う苦情

等は来ていないかということでしたが、解除

から１か月になりますけれども、担当課、併

せて私の耳には入っておりません。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） 一番近くで見ている

人の意見とか、現状のお話を聞くことはとて

も大事なことだと思いますので、生の声を聞

いていただければと思います。

次に、冬期間の交通安全対策については、

交通事故、特に人を巻き込んだ事故がないよ

うにしっかりとした対応をお願いしたいと思

いますので、再質問はございません。

続いて、ふるさと納税についてですけれど

も、御答弁では、県内の中で寄附額が１０

位、９位ということで、少ないほうであると

いうことでありました。令和３年度決算で

は、当市のふるさと納税額は減少している状

況。前の年であれば、結構９位まで行ったな

と思ったのですけれども、３年度はまた決算

では減少している状況かと思います。

様々な要因があるとは思いますが、寄附額

を伸ばしている自治体も中にはあります。寄

附をされる方のニーズを上手に捉えることが

必要であると思います。

再質問なのですけれども、令和２年度、３

年度の比較では、寄附額が約３分の２と大幅

に減少しましたけれども、今年度の目標額を

どのくらいの額と設定していて、上半期はど

のような状況であるのかお伺いします。

○副議長（加澤 明君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

議員御指摘のとおり、決して自慢できる状

態ではないということでございます。令和３

年度が２,３００万円で、今年度の目標とし

ましては、これより下がらないようにとい

う、具体的な数字を掲げておりませんけれど

も、前年度を下回らないということが最低限

の目標だと思っております。

上半期の寄附額については、ちょっと今

データを持ち合わせておりませんので、ピン

ポイントの数字を今お答えすることができま

せん。

昨年度より下がらないように、地場産品は

当市として大変厳しい環境下にあるかもしれ

ませんが、議員のお話の中にもありましたけ

れども、ＪＡＬとかいろいろお話がありまし

た。そういった地場産品にとらわれない新し

い商品、サービスというのを検討したいと考

えているところです。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） 再々質問になりま

す。

先ほど、目標は前年度より下がらないよう

にという、ちょっと寂しい、ちょっと弱気な

目標設定でなかったのかなと思いますけれど

も、まず、目標設定をすることは、市として

ふるさと納税に対する取り組み方が変わると

思います。
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当市の返礼品の中に冷凍ナガイモがありま

すけれども、返礼品レビューという中で、冷

凍されているので日もちが長く、小分けにさ

れていて量もたくさんなので、お世話になっ

た人にも少しおすそ分けし、喜ばれました。

体にもいいですし、食卓の追加の一品にも

ちょうどいいと思いますというリピーターに

なりそうなコメントもありました。消費者目

線に立った返礼品が人気が高い傾向があると

のことですので、冷凍ナガイモのような工夫

がもっともっと必要であると感じました。

壇上でも述べましたけれども、航空祭の観

覧席とか、物でなく、サービスの返礼品の充

実にも努めていただくなど、ぜひとも自主財

源確保のために、三沢市の知恵を結集して全

力で取り組むことに期待しております。再々

質問はありません。

以上です。

○副議長（加澤 明君） 以上で、遠藤泰子

議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

小比類巻孝幸議員の登壇を願います。

小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） こんにちは。議

席４番、市民クラブの小比類巻孝幸です。通

告に従いまして、教育問題について２点質問

させていただきます。

２年半以上にわたる新型コロナウイルスの

感染拡大は、経済社会にも大きく影響を及ぼ

しており、いわゆるコロナショックは、日本

においても経済の停滞による失業の増加や所

得の低迷など、生活に直結した問題が拡大し

ています。このような社会情勢の中で、生活

困窮世帯における子供たちの学習環境への影

響が危惧されています。

学校教育法第１９条では、「経済的理由に

よつて、就学困難と認められる学齢児童又は

学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必

要な援助を与えなければならない。」とされ

ています。

三沢市でも、準要保護児童生徒への、いわ

ゆる新入学準備金の支給額は、令和３年度の

新入生から増額されるなど、実情に合わせた

必要な支援を目指していると思われます。

しかしながら、令和４年度の三沢市の支給

金額はというと、小学校入学者２万５,３０

０円、中学校入学者には２万８,７００円

と、県内１０市中９番目と低く、県内の平均

額をも下回っている状況であります。

国では、要保護者に関わる支援について、

物価高騰や補助対象費目の見直しなどを行

い、新入学準備金の支給額を中学校入学者へ

の６万円は据え置きましたが、小学校入学者

に対しては、令和３年度の５万１,０６０円

から令和４年度は５万４,０６０円へと増額

しており、三沢市の準要保護者への支給額と

は大きく差がある状況となっております。

要保護・準要保護世帯は、共に経済的に困

窮した状況にあり、子供の学用品に関わる費

用を捻出することが難しい状況にあることに

大きな差はありません。

午前の一般質問におきまして、教育委員会

から、この問題に対し市が支給額増額の意欲

をお持ちであるという御答弁がございました

が、三沢市教育委員会が所管している新入学

児童生徒学用品等の具体的な引上げ額や増額

の時期など、検討している計画について具体

的にお答え願います。

続きまして、令和３年６月に医療的ケア児

及びその家族に対する支援に関する法律が公

布され、国、地方公共団体等の責務におい

て、医療的ケア児への適切な支援が求められ

ています。

これを受け、三沢市でも、今年度から医療

的ケア児の健やかな成長と家族とともに地域

で安心して生活できる環境を整えるために、

コーディネーター配置、学校等訪問看護及び

在宅レスパイト業務への予算措置を行い、総

合的な支援を開始しています。

現在、三沢市での小学校に入学している医

療的ケア児は１名とのことですが、今後、在

籍人数及び受入れ学校数も増加していくこと

と思われることから、義務教育である小中学

校においての医療的ケア児に対する教育施策
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の内容を市民に明確に示すことが必要である

と考えます。

学齢期においては、学校という社会的空間

の中での様々な活動を通して多様な児童生徒

が触れ合うことにより、子供たち一人一人が

思いや考えを巡らし、心を豊かに育んでいく

ことこそ重要であると思います。

医療的ケア児においても、体調や保護者の

意向に配慮しながら、できるだけ安心して学

校に通える環境を整え、同級生や先生など多

くの人と触れ合い、一緒に活動する機会を増

やすことが豊かな心の醸成に不可欠と思いま

す。

そこで、三沢市の小中学校における医療的

ケアを必要とする児童生徒の現状についてお

答え願います。

さらに、２点目として、三沢市の小中学校

における医療的ケア児に対する教育委員会の

支援体制についてお答え願います。

以上で、私の一般質問を終わらせていただ

きます。御答弁のほどをよろしくお願い申し

上げます。

○副議長（加澤 明君） ただいまの小比類

巻孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。

教育長。

○教育長（山内康之君） 教育問題の第１点

目、就学援助制度における準要保護児童生徒

への新入学学用品費支給額についてお答えい

たします。

義務教育段階の就学援助につきましては、

学校教育法第１９条において、「経済的理由

によつて、就学困難と認められる学齢児童又

は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、

必要な援助を与えなければならない。」と規

定されております。

教育委員会では、この規定を受け、三沢市

要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱を

定め、経済的理由によって就学困難と認めら

れる児童生徒の保護者への援助を行ってきて

おります。

御質問の準要保護児童生徒への当市の新入

学児童生徒学用品費等の支給額が県内平均支

給額よりも低いことは承知しております。教

育委員会におきましても、長引くコロナ禍に

おける昨今の経済状況により保護者の負担は

さらに大きくなっているものと憂慮してお

り、準要保護児童生徒の保護者への新入学児

童生徒学用品費等の支給額の引上げについて

も協議してきております。

今後は、生活保護世帯が対象の要保護児童

生徒援助費補助金における新入学児童生徒学

用品費等の予算単価である小学校５万４,０

６０円、中学校６万円の上限額に可能な限り

近づけるよう、県内１０市の支給額を参考に

しながら支給額の引上げについて検討してま

いりたいと考えております。

教育問題の第２点目、市内小中学校におけ

る医療的ケア児への支援体制についての１点

目、当市の小中学校における医療的ケアを必

要とする児童生徒の現状についてお答えいた

します。

令和３年６月に公布された医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関する法律におい

て、人工呼吸器による呼吸管理や喀たん吸引

等、日常生活及び社会生活を営むために恒常

的に医療的ケアが必要な児童に対し、国や地

方公共団体、学校の設置者が看護師等の派遣

などを行う支援措置を講じることが責務とさ

れました。

この法律の施行を受け、現在、当市では医

療的ケア児支援関連事業を立ち上げ、医療的

ケア児コーディネーター事業、医療的ケア児

学校等訪問看護事業、医療的ケア児在宅レス

パイト事業等を実施しております。

御質問の当市における医療的ケアが必要な

児童の現状につきましては、本人及び保護者

のプライバシーの観点から、詳細を述べるこ

とは控えさせていただきますが、現在、市内

には複数名の医療的ケア児が在住しており、

そのうち１名の児童が市内の小学校に在籍し

ております。

市内小中学校に在籍する医療的ケア児への

支援につきましては、三沢市医療的ケア児学
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校訪問看護事業の枠組みの中で、今年度は小

学校に看護師が派遣されております。

医療的ケア児への必要な医療行為や障害の

程度は、その児童生徒によって様々でありま

すが、当該児童の学校生活の状況につきまし

ては、医療的ケアの援助を受ける時間帯を除

き、全ての学校生活において他の児童と同様

の学校生活を送っており、医療的ケアによる

体験や行動の制限は特にないところであると

学校から報告を受けております。

教育問題の市内小中学校における医療的ケ

ア児への支援体制についての第２点目、当市

の小中学校における医療的ケア児に対する教

育委員会の支援体制についてお答えいたしま

す。

今年度においては、医療的ケアを望む保護

者に対しては、本人及び保護者の意向に沿

い、円滑に学校生活が送れるように関係機関

が綿密な打合せを行うなど、本人及び保護者

の不安の解消に努めながら、学校における医

療的ケアの実施体制を整えております。

また、定期的に関係者がミーティングを行

い、本人の状況に即した医療的ケアが行われ

るよう情報の共有化に努めております。

来年度からは、教育委員会が健康福祉部か

ら三沢市医療的ケア児学校訪問看護事業を引

き継ぐこととなりますが、本人及び保護者の

不安の解消につなげるために、市内の小中学

校への就学予定のおよそ１年ほど前から関係

機関と連携を密にし、教育委員会の担当者が

本人及び保護者の意向を確認し、障害の状況

や医学的見地からの意見等を踏まえ、安全で

安心な教育を受けられるかどうかを市の教育

支援委員会において審議するシステムを構築

しております。

また、就学を希望する学校においては、本

人の状況に即した校内医療的ケア児実施計画

を作成し、学校全体で医療的ケア児への支援

体制を構築するよう指導、助言を行い、本人

及び保護者の不安の解消につなげるよう支援

してまいりたいと考えております。

今後は、様々な医療行為を必要とし、障害

を併せ持つ医療的ケア児が市内小中学校に在

籍していくことが考えられるため、教育委員

会として、医療的ケア児が安全・安心で充実

した学校生活を送れるよう関係機関と連携を

深め、さらに体制を整えてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） 教育長、私の質

問に対して御回答ありがとうございました。

質問順に再質問させていただきたいと思い

ます。

まず、新入学児童生徒学用品費等について

ですが、ただいま教育長のほうから、近隣市

町村と同等の支援額に増額したいと、そうい

う検討をしたいというお考えをお示しいただ

いたと了解いたしました。ありがとうござい

ます。それを踏まえての再質問であります。

やはり教育委員会教育長からの御回答であ

ると、そこまでが限界かなと思うのでござい

ますけれども、本日９月８日、年度のまだ中

間点です。この９月に増額の意欲を示された

のであれば、今年中に、次に１２月議会もあ

ります。補正予算を組むなどのスピード感を

持った措置を講じていただければ、来年度、

令和５年度の入学生の入学準備に間に合う対

応ができる。また、そういうスピード感が必

要な施策ではないでしょうか。

このことについては、予算を伴う判断が必

要だと思いますので、市長からぜひお答えを

いただきたいと思います。小檜山市長からの

御答弁をよろしくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） 市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻孝幸議員の再質問にお答えをいたします。

経済的に困窮している家庭にとっては、す

ぐにでも対応してあげなければならないこと

と考えております。

したがって、要保護の基準額の９割程度ま

での引上げができるように検討します。ま

た、来年の令和５年度に入学する子供たちに

間に合うように、補正を組むなどの準備をし
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ていきたいと、これから指示します。

以上です。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） ただいま小檜山

市長のほうから、他市町村と同等という数値

が９割程度ということと、あと、今年度中に

確実に進めていくという力強い御回答がござ

いました。本当にありがとうございます。

他自治体も、段階的な増額をしております

し、国の基準も上がっている、そういう年度

ごとに見直されいくという予算でございます

ので、今後の見直しも含めまして、御対応を

しっかりお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。

では、２点目についての再質問です。

医療的ケアを必要とする児童生徒の１番

目、現状については、学校側では行動の制限

なくケア児を受け入れている状況であると、

１名ということですが、そういう御説明をい

ただきました。本当に子供を持っている親に

とっては、非常に心強い安心感のある対応だ

と思います。

また、教育委員会の支援体制についても、

来年度からは学校訪問看護事業がそちらの教

育委員会のほうに移るということで、学校を

中心とした、そういう就学という子供たちの

行動を中心とした事業になっていくのではな

いかなと期待させていただきます。

本人、家族に寄り添った支援体制を実践し

ていくということが確認できましたので、ぜ

ひその方向で進めていただきたいと思います

が、そこで再質問なのですが、支援の形に

は、このような話合いですとかソフト面のも

のもあるのですが、やはりハード面を整える

ことも大切なのではないかなと思います。

例えば入り口や段差のあるところのスロー

プや、そういう特別な子が休憩する場所、も

しくは費用が一番かかると思いますけれども

トイレ、特にオストメイトトイレ、これは環

境整備をするということができれば、医療的

ケア児に限らず、けがや障害を負ってしまう

子供たち、広くそういう学校に通いたいとい

う意思を持つ子供たちの気持ちに寄り添う大

切な支援の形になると思いますが、このよう

なハード面の支援内容について、市のお考え

をお答えいただきたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの再質問

は、ハード面の整備について、いかがするか

というふうなことでございます。

医療的ケア児の中には、障害を併せ持つ児

童生徒もおりますことから、例えば歩行が不

自由なお子さんの場合は廊下や階段に手すり

をつける、そして、車椅子を使用する場合は

スロープの設置や車椅子が入るためのトイレ

の改修、喀たん吸引や経管栄養が必要な場合

にはプライベートが守られる適切な部屋を準

備する。また、議員おっしゃるように、オス

トメイトトイレなどを含めて、広くけがや障

害に寄り添い、安全・安心な環境で学校生活

ができるように、ハード面の整備に努めてい

きたいと考えております。

併せて、医療的ケアの必要な子供たちの不

安は大きく、何よりもその本人の気持ちに寄

り添うことが大事であると考えますので、本

人を支える仲間たちが温かく受け入れ、その

医療的ケアの必要な事情や障害を理解し、共

に学び合うような心の育成にも努めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 以上で、小比類巻

孝幸議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

佐々木卓也議員の登壇を願います。

佐々木議員。

○８番（佐々木卓也君） 市民クラブの佐々

木卓也でございます。通告に基づきまして一

般質問をさせていただきます。

まずは、環境問題の第１点目、三沢公園の

貴重な自然生態系を将来世代に引き継いでい

くための取組についてであります。

私たちを取り巻く地球の環境は、日光、

大気、水、土と、これらを利用して生存し
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ている多様な生物から成り立っています。

野生生物は、人類の生存の基盤である生態

系の基本的構成要素であり、物質の循環やエ

ネルギーの流れを担うとともに、その多様性

によって生態系のバランスを維持していま

す。また、学術研究、芸術、文化の対象とし

て、さらに生活に潤いや安らぎをもたらす存

在として、人類の豊かな生活にとって欠かす

ことのできない役割を果たしています。

しかし、現在、様々な人間活動による圧迫

に起因し、多くの種が絶滅し、また絶滅のお

それのある種が数多く生じています。種の絶

滅は、野生生物の多様性を低下させ、生態系

のバランスを変化させるおそれがあるばかり

でなく、人類が享受することができる様々な

恩恵を永久に消失させることにつながりかね

ません。

現在と将来の人類の豊かな生活を確保する

ために、人間活動の影響による野生生物の種

の絶滅の防止に緊急に取り組むことが求めら

れています。

本年６月下旬、市民の方から三沢公園のア

カマツなど数十本が伐採されたという連絡が

入りました。年輪を数えたら、８０年ぐらい

の木もあったということでありました。

一般的に、森林の役割として、災害を防

ぐ、水を蓄える、洪水を防ぐ、水をきれいに

する、酸素を作る、生き物たちのすみかとな

る、みんなの憩いの場となることなどが挙げ

られます。

私は、早速、現地を確認し、市の担当課に

行き、その経緯について確認をいたしまし

た。その趣旨は、今冬の大雪などにより、枝

折れや倒木など市民の生命、財産に重大な被

害をもたらすおそれがあったため、伐採に

至ったとの説明でありました。

市民の安心・安全の確保は、大変重い課題

であると認識しております。

一方で、三沢公園は、都市部にありながら

広葉樹林に針葉樹が程よく混交しており、多

種多様な野生生物が観察される公園で、上久

保小学校のふるさと発見クラブの活動の場と

して、また、三沢市公園緑化公社のホタル観

賞会開催など、市民の自然との触れ合いや

ゲートボールなどの屋外レクリエーションな

ど、子供から高齢者まで幅広い世代の心身の

リフレッシュや健康増進活動を支える市民の

憩いの場となっているすばらしい公園だと認

識しております。

三沢公園の入り口にある三沢公園案内板

に、「この公園は地形は起伏に富み樹木に覆

われ自然景観に恵まれた市街地においては最

も自然度の高い公園です。園内の池には睡蓮

や水芭蕉が咲き、時期になるとホタルが観賞

できます。また周辺にはさまざまな種類の樹

木が繁茂しておりそのなかに散策道や休憩施

設が設けられています。みなさんの憩いの場

として大切に利用してください。三沢市長」

とあります。

また、三沢市史続通史編に、「三沢公園

は、植栽された桜やツツジ、スイレンなど四

季を通して市民の憩いの場所となっている

が、もともと自生していた植物が残ってお

り、それに集まる昆虫や野鳥などが多く、市

街地の都市公園とは思えないほど日本の在来

植物や貴重なトンボなどの動植物が生息して

いる。公園管理のためには、下草刈りが必要

であるがこうした古来からの在来植物を残す

ような公園管理について期待をしたい。」と

記されています。

さて、私は、７月２６日午後８時頃、三沢

公園に出かけました。駐車場から奥の池のほ

うに静かに歩いていくと、私の目に飛び込ん

できたものは、数え切れないほどのホタルの

神秘的な舞いで、驚きとともにとても感動い

たしました。

ちなみに、そこではホタルの舞う光景を撮

影している方、子供連れの二家族が息を凝ら

しながらホタルを観賞していました。

さて、ここで、今般の伐採跡地に関し、市

民有志の方々から届いた要望書の内容を紹介

したいと思います。

「三沢公園上久保児童センター付近伐採跡

地に関する要望。
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三沢市におかれましては、三沢公園を維持

管理する上で、市民の安全・安心に第一に取

り組んで御苦労されていることに対して、心

より感謝申し上げます。特に、２０２２年冬

季の風雪と雪の重みで三沢公園の樹木の枝折

れが多かったこと、間伐の必要性があったこ

となどから、アカマツやキタコブシ、イチョ

ウなど６０株以上の高木を伐採されたかと思

われます。

ところで、同公園は、御承知のとおり、市

街地の近くでありながら傾斜地から出る湧水

の自然流路やたまりには、環境省レッドデー

タ記載種のイバラトミヨやヒメシロチョウ、

オニヤンマ、ヘイケボタルなどが生息してお

り、他の都市公園と全く違う貴重な自然生態

系を有する三沢市に残された市民の宝物とも

言えましょう。

特に子供たちは、市街地に近いところであ

りながら貴重な自然生態系を有する三沢公園

において、緑や生き物と触れ合うことがで

き、様々に五感を働かせ、緑や光、風や水、

自然の営み、季節感など、多くのことを感じ

取り、学ぶことができるでしょう。こうした

経験や思い出は、子供たちの成長にとって有

形無形の財産となるに違いありません。

貴重な自然生態系を有する三沢公園をより

よい状態で将来の世代に引き継いでいくため

の三つの取組について、何とぞ格段の御配慮

を賜りますようお願い申し上げます。」と記

され、その取組内容として、第１点目は、頻

発する大雨や豪雨により伐採跡地からの土砂

流出による自然生態系等への影響が懸念され

ることから、伐採跡地を放置状態にせず、湧

水の保全管理を第一に考えた植栽計画・施工

について。

第２点目として、三沢公園の緑化・植栽に

おいては、侵略性の高い外来生物の使用を避

け、地域に合った在来種主体の植栽とし、土

壌環境を整えるとともに、化学薬品の使用を

減らすなど、地域の生態系や私たちの暮らし

によい効果をもたらすよう配慮することにつ

いて。

そして、第３点目は、都市公園の安全・安

心を確保しながら緑豊かな景観と生物多様性

を損なわないよう、地域住民や学識経験者と

のよりよい情報共有、連携体制の構築につい

て。つまり、公園管理に係る市民とのよりよ

いコミュニケーションの確保について掲げら

れていました。

私は、その内容に共感するとともに、この

貴重な自然生態系を有する三沢公園をよりよ

い状態で将来世代に引き継いでいくことが、

今を生きる私たちの使命であると考えること

から、この三つの取組について、本市の御見

解をお伺いいたします。

続きまして、環境問題の第２点目のごみ減

量化への取組についてでありますが、その第

１点目、ごみ減量化とリサイクル率向上に向

けた取組状況についてであります。

青森県では、令和３年３月に第４次青森県

循環型社会形成推進計画を策定し、令和７年

度における１人１日当たりのごみ排出量を、

生活系ごみ６４０グラム、事業系ごみ３００

グラム、合計９４０グラムまで減らすことと

し、また、リサイクル率については、近年、

民間事業者による資源回収が定着・拡大して

いることを踏まえ、行政による資源回収量に

民間の回収量を加えた県全体の目標を新たに

設定し、行政回収分で１７％、県全体では３

４％を目標としています。

県としてこれらの目標を達成するため、計

画期間中の重点取組として、プラスチック資

源循環の推進、食品ロス削減対策の推進、行

政・民間事業者等各主体の連携強化の３項目

を掲げ、市町村等と連携した取組を進めてい

くこととしています。

そして、当市においては、平成２６年策定

の一般廃棄物処理基本計画で、１人１日当た

りのごみ排出量を、平成２８年度１,０２２

グラム、平成３０年度１,０１９グラム、令

和５年度９７４グラム、リサイクル率につい

ては、令和５年度２５％の目標を掲げていま

す。

そこで、当市のごみ減量化とリサイクル率
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向上に向けた取組状況についてお伺いいたし

ます。

続きまして、２点目のプラスチックごみの

一括回収の実施についてであります。

令和２年第３回定例会における春日洋子議

員の、国の動きに呼応しプラスチックごみ削

減に向けて具体策を策定すべきとの一般質問

に対し、国の有識者会議における容器包装や

文具、おもちゃ製品などのプラスチックごみ

をまとめて資源とする新たな区分を設け、そ

のリサイクルを推進するよう全国の自治体に

一括回収を促し、２０２２年以降の制度改正

を目指すとの議論を紹介し、三沢市として今

後は三つのＲ、リデュース、リユース、リサ

イクルの実践と環境への意識改革のための啓

発活動に取り組むとの答弁がありました。

政府は、今年度から家庭から出るプラス

チックごみを一括して回収する経費の一部を

地方交付税で手当てすることとしました。こ

れは、海洋汚染の一因になっているとの指摘

等を踏まえ、プラスチックごみのリサイクル

や削減、地球温暖化対策の推進を目的とした

新法、プラスチック資源循環促進法の２０２

２年４月施行に合わせ、回収業務を担う市区

町村の財政負担を減らし、一括回収に乗り出

してもらう狙いがあるということでありま

す。

プラスチック製容器包装は、目安としては

プラスチックリサイクルマーク、いわゆるプ

ラマークがついているもので、国内では徐々

に分別収集、リサイクル、再商品化が進めら

れてきましたが、プラマークがついていない

プラスチック使用製品の廃棄物は、燃やせる

ごみなどとして収集処分されています。

同じプラスチックという素材であるにもか

かわらず、一方は資源物等として収集され、

もう一方は可燃物等として収集されるという

分かりにくい状況にあったため、住民に分か

りやすい分別ルールとすることを通じて、プ

ラスチック資源収集量の拡大を図ることを目

指し、新法では、プラスチック使用製品の廃

棄物についてもリサイクルを可能とする仕組

みが設けられました。

その上で、弁当容器や菓子袋などの容器包

装と文房具やおもちゃなどプラスチック使用

製品の廃棄物を一括回収することを努力義務

と規定、これに対し市区町村からは、ごみ収

集車や作業員の配置見直し、業者への委託費

など、財政負担の増を懸念する声が出されて

いたことを踏まえ、政府は一括回収により増

えた経費の一部を地方交付税で賄うというも

のであります。

そこで、三沢市においては、行政によるプ

ラスチックごみの収集について、ペットボト

ルの資源収集を除き、プラマークのついてい

る容器包装も含め、資源収集を行っていな

い。つまり、可燃物として処分している現状

に鑑み、ごみ減量化にもつながるプラスチッ

クごみの一括回収の実施について、御見解を

お伺いします。

以上で、壇上からの一般質問を終わらせて

いただきます。御答弁のほどをよろしくお願

いいたします。

○副議長（加澤 明君） ただいまの佐々木

卓也議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの佐々木

議員御質問の環境問題の第１点目、三沢公園

の貴重な自然生態系を将来世代に引き継いで

いくのための取組については私から、そのほ

かにつきましては副市長並びに市民生活部長

からお答えをさせますので、御了承願いたい

と存じます。

昭和６０年３月に供用開始した三沢公園

は、市街地の西部に位置し、起伏に富み、丘

陵は多種な樹木に覆われ、谷地形から湧き水

が中央部の池に流れ込み、スイレンやミズバ

ショウを咲かせ、夏になるとホタルの観賞が

できます。また、池周辺には、散策道や休憩

施設が設けられており、市民の憩いの場とし

て利用されております。

公園内の樹木管理につきましては、令和元

年度より樹木診断業務を実施し、その結果を
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基に、生態系に詳しい方々からアドバイスを

いただきながら健全な樹木管理を行ってまい

りました。

しかしながら、昨今発生している暴風や大

雪などによる倒木や枝折れ、そのほか樹木か

らの落雪等による施設の破損が三沢公園のみ

ならず発生しており、隣接する住宅や公園利

用者の被害防止と安全確保を最優先と考え、

町内会を通じて近隣住民への説明を行い、公

園内の樹木の伐採を実施いたしました。

また、緑化・植栽の管理といたしまして

は、主に池及び遊具周辺の芝生部分の除草を

行い、害虫対策には化学薬品を極力使用せ

ず、生態系に配慮した管理に努めているとこ

ろであります。

今年度伐採いたしました跡地の整備につき

ましては、現存する湧水箇所の保全及び自然

景観や地域生態系に配慮した植栽などを実施

してまいりたいと考えており、町内会の皆様

や生態系に詳しい方々と今まで以上に連携を

図り、情報を共有しながらよりよい環境づく

りを目指し、将来を見据えた公園整備を進め

てまいりたいと考えております。

私からは、以上です。

○副議長（加澤 明君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 環境問題の第２

点目、ごみ減量化への取組についての⑵プラ

スチックごみの一括回収の実施についてお答

えいたします。

国は、２０１９年にプラスチック資源循環

戦略を策定し、その第一歩として、レジ袋有

料化を２０２０年７月から実施しておりま

す。２０２２年４月には、プラスチック資源

循環の促進等に関する法律を施行し、プラス

チック使用製品製造事業者には、プラスチッ

クの使用量の削減、部品の再使用と再生利用

を容易にする工夫、プラスチック以外の素材

への代替え、再生プラスチックやバイオプラ

スチックの利用などを求め、フォーク、ス

プーンなど特定プラスチック使用製品を提供

する小売サービス事業者には、提供方法と提

供する製品の工夫などの合理化を求めており

ます。

また、プラスチック使用製品廃棄物の分別

収集を促進するため、市町村には、１、プラ

スチック使用製品廃棄物について分別の基準

を作成すること、２、その基準に従って適正

に分別して排出されるよう住民に周知するこ

と、以上のことが求められております。

当市といたしましては、一度だけ使われて

廃棄されるプラスチック製品、いわゆるワン

ウェイプラスチックの使用削減を市民へ働き

かけるなど、プラスチック使用製品廃棄物の

減量に向けた取組を鋭意推進し、法の目的と

する生活環境の保全及び国民経済の健全な発

展の一翼を担いたいと考えております。

このことから、今後、分別基準を策定する

に当たり、プラスチック使用製品廃棄物の一

括回収の収集日程、処理費用及び処理の条件

などの課題を整理し、なるべく市民の負担が

少ない分別方法などについて三沢市廃棄物等

推進審議会、収集業者など、幅広く御意見を

いただき、分別の基準及び一括回収計画の早

期策定に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 環境問題の

第２点目、ごみ減量化への取組についての１

点目、ごみ減量化とリサイクル率向上に向け

た取組状況についてお答えいたします。

１人１日当たりのごみ排出量と行政回収分

のリサイクル率について、県は令和３年度に

第４次青森県循環型社会形成推進計画を策定

し、令和７年度まで１人１日当たりのごみ排

出量を９４０グラム、リサイクル率は１７％

と目標を掲げ、当市におきましても、平成２

６年度三沢市一般廃棄物処理計画において、

令和５年度までに１人１日当たりのごみ排出

量を９７４グラム、リサイクル率は２５％を

目標としております。

当市の現状につきましては、令和２年度の

１人１日当たりのごみ排出量は１,０８９グ

ラム、リサイクル率は８.５％で、令和３年
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度の実績値は、まだ精査中ではありますが、

１人１日当たりのごみ排出量は１,０９１グ

ラムで、リサイクル率は８.７％となってお

ります。１人１日当たりのごみ排出量は、令

和２年度では新型コロナウイルス感染症の影

響による事業活動の低下によって減少してい

た事業系ごみが、令和３年度において事業活

動の再開により２グラム微増しております。

１人１日当たりのごみ排出量の多い原因と

して、当市における転入者及び転出者が４,

２３５人と人口割で県内随一であり、引っ越

しは多くのごみを排出することに加えて、航

空機騒音対策による住宅防音工事による部屋

片づけに伴うごみの排出など、当市特有の基

地のまちに起因した特別な事由がごみ排出増

につながっているものと推察しております。

また、リサイクル率は、令和３年度では前

年度に比べ０.２％向上しておりますが、粗

大ごみに含まれる金物類の分類強化を行った

ことが主な要因と考えられます。

現在、県は、もったいない・あおもり県民

運動やあおもりプラごみゼロ宣言などを行

い、ごみ減量とリサイクルの推進に取り組ん

でおり、当市におきましても、市民、事業者

の御理解と御協力をいただきながら、リ

デュース、リユース、リサイクルに取り組む

廃棄物の３Ｒと、食材は使い切る、料理は食

べ切る、生ごみは水を切る、３切り運動を広

報みさわや市ホームページ、さらに市内の小

学４年生を対象とした廃棄物処理施設の見学

の際に啓発に取り組んでおります。

今後、県の目標値に近づけるためには、さ

らなるごみの排出量削減とリサイクル率の向

上が必要であり、廃棄物の３Ｒや３切り運動

に加え、引っ越しの際にまだ使える家具など

が粗大ごみとして持ち込まれるケースが多々

見受けられることから、家具などのリユース

を呼びかけ、ごみの排出量の削減とリサイク

ルの促進のため、市民意識の向上に取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 佐々木議員。

○８番（佐々木卓也君） 御答弁ありがとう

ございました。

それでは、質問順に再質問をさせていただ

きます。

まず、１点目の三沢公園の貴重な自然生態

系を将来世代に引き継いでいくための取組に

ついてということで、ここについて２点ほど

再質問させていただきます。

まず、１点目なのですけれども、伐採跡地

の植栽計画・施行については、今後実施して

いくという答弁だったと思います。ありがと

うございます。

それで、今後実施に向けて、基本的な考え

方と現時点で考えている具体的な内容をお知

らせ願いたいと思います。

それと、もう１点は、よりよい情報共有、

連携体制の構築ということで、これからも町

内会だとか生態系に詳しい方と今まで以上に

連携を図って取り組んでいくという答弁だっ

たと思います。

参考までに、八戸市では、八戸市みどりの

環づくり基本条例を制定して、緑の保全及び

創出に関する事項を審議するため、市長の諮

問に応じて緑の審議会というものを設置して

います。

三沢市において、今後、公園の特徴や立地

特性等に大きく影響を与えるような事案につ

いては、単なる報告ということではなく、今

回も報告以上のことをやっていただいたとは

思うのですけれども、地域住民や学識経験者

との事前調整の場を設けて、価値観の共有を

図って、そしてよりよい解決方法を見出して

いくというふうな仕組みが必要と考えるので

すけれども、そのことについてどのようにお

考えか、併せて質問したいと思います。よろ

しくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

建設部長。

○建設部長（松橋一典君） 再質問の伐採跡

地の整備計画についてお答えいたします。

今回の伐採箇所の整備につきましては、現

在検討中ではありますが、伐採箇所が公園の
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入り口に隣接した場所であり、門柱、トイレ

等も経年劣化により施設改修が必要なことか

ら、一体とした整備を考えているところでご

ざいます。植栽につきましても、自然生態系

に配慮した計画を進めてまいりたいと考えて

おります。

また、情報の仕組みについてお答えいたし

ます。

計画の策定段階におきまして、町内会の皆

様や生態系に詳しい方々の意見を聞きなが

ら、自然生態系に配慮し、よりよい環境づく

りを目指し、将来を見据えた公園計画を進め

てまいりたいと考えております。

審議会のような新たな組織等は現在は考え

ておりませんが、今後におきましても、樹木

の伐採や大規模な施設の更新等の際には、地

域住民や生態系に詳しい方にも御理解が得ら

れるよう、今まで以上に説明や協議を密に実

施し、情報共有、連携強化を図っていきたい

と考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 佐々木議員。

○８番（佐々木卓也君） ありがとうござい

ました。よろしくお願いいたします。再々質

問はございません。

それでは、次に、ごみの減量化に関する再

質問をさせていただきます。

まず、質問順にごみの減量化への取組。い

ろいろと三沢市の特殊事情だとかもあるとい

うふうな、それから３Ｒ、３切り運動、その

辺のところも重点的に進めていっているし、

今後もやっていくというふうなことで答弁が

あったと思います。まだまだ目標にはかなり

開きがあるのですけれども、ぜひ達成できる

ように進めていただきたいと思います。

そこで再質問ですが、ごみの減量化に関連

して、ごみ袋のサイズの件で、私も結構住民

の方から話を聞くことがあるのですけれど

も、単身世帯だとか、例えば高齢者の世帯か

ら、現在の指定袋は４５リットルなのですけ

れども、そのほかに半分のサイズだとか、小

さいサイズのごみ袋が欲しいというふうな声

も聞かれます。

ほかの自治体では、調べてみたら４５リッ

トル、３０リットル、１５リットル、そのよ

うなごみ袋を指定ごみ袋として用意している

ところもあります。

まず、今は買物袋は、どちらかというと有

料になっていますので、それも少なくなって

いる。中には買物袋に入れている方もあると

思うのですけれども、市民の利便性向上のた

めに、そういうサイズを多様化するというふ

うなことについてどのようにお考えか、御見

解をお伺いしたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） ごみ袋を小

さくする考え、１種類しかないのは減量化に

つながらないのではないかという再質問にお

答えいたします。

当市の指定ごみ袋は、現在、燃やせるご

み、燃やせないごみ、缶、瓶、ペットボトル

の５種類で、大きさはそれぞれについて１サ

イズを指定しているところであります。

今後におきましては、小さいごみ袋の導入

に取り組んだ他自治体の成果等を参考に、袋

のサイズについて調査しながら、当市で導入

した場合の販売価格や製造枚数の見込みな

ど、製造販売業者の方々と相談した上で検討

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 佐々木議員。

○８番（佐々木卓也君） ありがとうござい

ました。御検討をよろしくお願いいたしま

す。

それでは、２点目のプラスチックごみの一

括回収の実施についてということで、これに

ついては、国の指導、指針等を基に前向きに

進めるというふうな内容だったと思います。

今回、新たにプラスチック使用製品廃棄物

の分別の基準を定めるだとか、住民への広報

に努めるだとか、市町村の役割を今後しっか

りとやっていくという答弁だったと思いま

す。まさに第一歩を踏み出すという意気込み
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が感じられた答弁だったと思います。

そこで、これは要望になるのですけれど

も、そういう市民に負担の少ない収集、分

別、処理スキームだとか、それは環境省の

ホームページを見ると、例えば倉敷市などが

すごく先進地としていろいろな取組をやって

いるようです。そういうことで、市民に負担

の少ない分別、処理スキームや市民への効果

的な周知方法等について、そういう先進地も

ありますので、ぜひ参考にしながら、前に向

かっていただきたいと思います。これは要望

です。

終わります。

○副議長（加澤 明君） 以上で、佐々木卓

也議員の質問を終わります。

─────────────────

○副議長（加澤 明君） 本日の日程は、以

上で終了いたします。

なお、明日も引き続き、市政に対する一般

質問を行います。

本日は、これをもって散会します。

午後 ２時３６分 散会


